
近
世
・
近
代
の
海
女
漁
に
お
け
る
資
源
管
理
に
つ
い
て

ー
江
戸
期
の
管
理
制
度
と
組
合
規
則
へ
の
継
承

l

杉
山
亜
有
美

は
じ
め
に

，
海
女
6

は
、
考
古
遺
物
の
検
討
か
ら
、
遡
る
こ
と
三
千
年
前
に
は
存
在
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り

(
1
)
、
文
献
記
録
で
も
、
奈
良
時
代
の
『
万
葉
集
』
に

そ
の
姿
が
登
場
す
る
。
江
戸
時
代
に
は
浮
世
絵
の
題
材
と
し
て
好
ん
で
海
女
の
姿

が
描
か
れ
、
当
時
の
社
会
で
も
大
い
に
興
味
を
抱
か
せ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
海
女

漁
に
お
い
て
は
、
最
新
技
術
を
駆
使
し
た
漁
法
が
発
達
し
た
現
代
で
も
、
そ
の
身

一
つ
と
簡
単
な
道
具
の
み
で
広
い
海
に
飛
び
込
み
、
一
回
に
わ
ず
か
一
分
程
の
潜

水
作
業
に
す
べ
て
を
懸
け
る
原
始
的
な
漁
法
が
い
ま
だ
に
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

現
在
、
日
本
に
は
二

0
0
0人
余
り
の
海
女
が
存
在
し
て
い
る
が

(
2
)
、
そ
の

う
ち
志
摩
半
島
の
海
女
が
そ
の
半
数
ほ
ど
を
占
め
る
(
3
)
。
三
重
県
は
ま
さ
に
「
海

女
の
国
」
と
言
え
よ
う
。

海
女
漁
の
主
な
漁
獲
物
は
、
組
・
栄
螺
(
サ
ザ
エ
)
な
ど
の
員
類
、
若
布
・

荒
布
な
ど
の
海
藻
類
で
あ
り
、
そ
の
操
業
形
態
は
、
舟
人
(
フ
ナ
ド
)
と
称
さ
れ

る
夫
婦
や
父
娘
な
ど
男
女
ひ
と
組
で
船
で
漁
を
行
う
方
法
と
、
徒
人
(
カ
チ
ド
)

と
称
さ
れ
る
浮
き
桶
を
携
え
て
各
自
で
随
意
に
漁
を
行
う
方
法
が
あ
る
。

現
在
海
女
漁
は
、
主
な
漁
獲
物
が
磯
付
資
源
で
あ
る
た
め
、
乱
獲
に
よ
る
資

源
の
枯
渇
が
叫
ば
れ
、
漁
獲
物
の
大
き
さ
や
漁
期
に
つ
い
て
厳
し
い
制
限
の
下
で

漁
が
行
わ
れ
て
い
る
。
海
女
漁
の
存
続
の
た
め
に
は
、
一
般
の
漁
業
と
は
レ
ベ
ル

の
違
う
漁
獲
規
制
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
規
制
が
い
つ
の
時

代
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
、
現
在
に
繋
が
っ
て
き
た
の
か
は
、
ま
だ
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
志
摩
半
島
に
お
け
る
海
女
漁
の
規
制
に
焦
点
を
あ
て
、
江
戸
時

代
の
海
女
漁
村
で
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
規
制
が
存
在
し
、
そ
れ
が
近
代
社
会
へ

の
転
換
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

本
論
に
入
る
前
に
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
志
摩
半
島
の
海
女
漁
村
に
つ
い
て

概
観
し
て
お
く
。
藩
政
時
代
の
志
摩
半
島
(
現
在
の
鳥
羽
市
、
志
摩
市
域
)
に
は
、

答
志
、
志
摩
の
二
郡
・
五
六
ケ
村
の
村
が
存
在
し

(
4
)
、
鳥
羽
藩
の
支
配
を
受
け

た
。
鳥
羽
藩
の
支
配
組
織
は
、
郡
奉
行
ー
代
官
s

大
庄
屋
:
庄
屋
の
仕
組
み
で
行

わ
れ

(
5
)
、
こ
の
下
に
村
民
が
統
制
さ
れ
て
い
た
。
海
女
を
多
く
有
し
た
漁
村
で

は
、
そ
の
多
く
が
入
り
組
ん
だ
地
形
ゆ
え
に
耕
地
面
積
が
狭
く
、
渡
世
の
手
段
を

漁
業
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
海
女
に
よ
る
潜
水
漁
業
が
村
経
済

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
元
禄
三
(
一
六
九

O
)
年
に
起
こ

っ
た
石
鏡
村
と
坂
手
村
の
漁
業
論
争
文
書

(
6
)

の
中
で
は
、
当
時
の
石
鏡
村
の

な
り
わ
い
と
し
て
「
当
村
之
儀
兼
々
御
存
知
被
為
遊
候
通
田
畑
す
く
な
く
御
座
候

故
、
第
一
駒
栄
螺
を
取
朝
夕
の
い
と
な
ミ
に
仕
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か

ら
も
志
摩
漁
村
に
お
け
る
海
女
漁
の
比
重
の
大
き
さ
が
理
解
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
海
女
漁
村
が
多
く
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鳥
羽
藩
で
は
各
漁

村
に
浦
役
を
課
し
た
ほ
か
は
積
極
的
な
漁
業
政
策
を
展
開
し
て
は
お
ら
ず

(
7
)
、

基
本
的
に
村
単
位
で
の
管
理
・
運
営
に
任
せ
て
い
た
。



一
志
早

江
戸
期
に
お
け
る
海
女
漁
の
規
制

第
一
節

海
藻
の
磯
留
制

志
摩
半
島
は
気
候
温
暖
な
海
域
に
面
し
、
魚
介
類
・
海
藻
類
が
豊
富
で
あ
っ
た
。

海
女
漁
村
で
は
海
藻
の
多
く
が
海
女
の
潜
水
漁
業
に
よ
り
採
取
さ
れ
、
そ
の
販
売

は
村
の
経
済
を
支
え
る
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た

(
8
)
。
江
戸
時
代
に
入
る
頃

よ
り
海
藻
を
食
す
習
慣
が
支
配
階
級
か
ら
百
姓
、
町
人
層
へ
と
広
ま
っ
て
い
き
、

そ
れ
に
つ
れ
て
海
藻
の
売
買
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

(
9
)
。
特
に
志
摩

半
島
の
海
藻
は
質
が
良
く
、
大
坂
や
伏
見
の
商
人
(
印
)
を
通
し
て
多
く
売
買
さ

れ
た
。こ

う
し
た
海
藻
を
採
取
す
る
村
々
で
は
、
採
藻
期
を
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
に
残
っ
て
い
る
指
出
帳
(
日
)
な
ど
か
ら
、
当
時
の
海
女

漁
村
に
お
け
る
海
藻
の
採
藻
期
を
確
認
す
る
。

享
保
十
一
(
一
七
二
六
)
年
の
「
指
出
帳
」
か
ら
、
各
漁
村
で
実
際
に
行
わ
れ

て
い
た
採
藻
期
を
表
一
に
、
明
治
十
四
(
一
八
八
一
)
年
に
編
述
さ
れ
た
『
三
重

県
水
産
概
略
』
(
ひ
か
ら
、
海
藻
の
適
漁
時
期
を
表
二
に
ま
と
め
て
示
し
た
。

各
漁
村
の
採
藻
期
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
ま
ず
若
布
に
つ
い
て
は
答
志
村

が
初
若
布
を
正
、
二
月
か
ら
採
取
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
二
月
か
ら
三
月
が

採
藻
期
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
荒
布
は
玉
、
六
月
か
ら
八
月
、
鹿
尾
菜
(
ヒ
ジ

キ
)
は
相
差
村
で
は
十
月
か
ら
翌
三
月
、
国
崎
村
で
は
二
月
か
ら
三
月
と
冬
季
が

採
藻
期
で
あ
り
、
甘
苔
(
ア
マ
ノ
リ
)
は
二
月
か
ら
三
月
、
海
羅
(
フ
ノ
リ
)
は

|温材 直重喜 |揖~.期

|初生五若石布E (御用の節、差上)
坂手村 ほん 12月中に差上

ふのり (御用に付、 6月7月中差上げ)

法甘海ふ苦鹿のアヒりジマキノ]J) 

(御用の節、差上)

(御用籍差上)
石鏡村 (御用 、差上)

(御用 、差上)
(御用の節、差上)

難。) (御用の節、差上)
桃取村 (御用の節、差上)

(御用の節、差上)
正2月中に差上

洗布 3月......4月迄

答志村
|塩若和布 (御用の節、差上)
洗ふのり 6、7月~洗う
荒布 5月......8月迄
甘苔(アマノリ) 2.3月

議iり (御用の節、差上)
菅島村 (御用の喜差上)

(御用の 、差上)

華客マノリ)

2月......3月迄
5月......8月迄

相差村 2月......3月迄

察署まジキ)
10月......3月迄

(器用の書、差上)
|洗ふのり ( 用の 、差上)

2月......3月迄
国崎村 6月......8月迄曜妄川 2月......3月迄

ジキ) 2月......3の月節迄、
畔蛸村 洗ふのり (御用 差上)

海藻名 適漁時期
若布(ワカメ) 2月-5月
荒布(アフメ) 6月
鹿尾菜(ヒジキ) 寒中
海苔(アマノリ) 12月-3月
海羅(フノリ) 1月-5月
石花菜(ナンク、サ 6月-8月

表2

表1

上巻』に掲載された享保11年の各村の指出帳を基に作*~鳥羽市史
成。
*表中「御用に節、差上ITJは採藻はしているが、指出帳からは採藻
期が特定できなかったものを示す。



答
志
村
か
ら
し
か
判
断
で
き
な
い
が
、
六
、
七
月
に
は
洗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
以
前
に
は
採
取
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
海
女
漁
村
で
は
天
草

な
ど
多
く
の
海
藻
を
採
取
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
享
保
十
一
年
の
指
出
帳
に
記

さ
れ
る
の
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

実
際
に
村
々
で
行
わ
れ
た
採
藻
の
時
期
と
、
表
二
に
示
し
た
適
漁
時
期
と
を

比
べ
て
み
る
と
、
当
時
に
お
い
て
も
海
藻
の
採
取
が
適
漁
時
期
内
に
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
但
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
多
く
の
漁
村
が

ほ
ぼ
同
時
期
に
採
取
を
行
つ
て
は
い
る
が
、
全
く
同
一
で
は
な
く
多
少
の
ズ
レ
が

生
じ
て
い
る
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
採
藻
期
は
各
漁
村
で
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
『
三
重
県
水
産
概
略
』
の
「
石
花
菜
及
各
種
海
藻
」
の
項
に
「
各

藻
其
採
季
ニ
至
レ
ハ
一
村
ノ
申
約
ニ
ヨ
リ
快
晴
静
風
ノ
日
ヲ
撰
ミ
、
口
チ
明
ケ
ト

唱
へ
法
螺
ヲ
吹
テ
採
藻
ニ
従
事
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
村
で
村
内
の
統
制
を

図
り
海
藻
の
採
取
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

次
に
海
藻
採
取
の
時
期
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
明
治
十

六
(
一
八
八
三
)
年
に
編
述
さ
れ
た
『
三
重
県
水
産
図
解
』
(
日
)
中
の
各
漁
村
の

慣
行
及
び
規
約
等
を
集
め
た
「
漁
村
維
持
法
井
規
約
」
の
項
に
、
村
で
採
取
を
許

可
す
る
「
口
明
け
」
と
、
禁
じ
る
「
磯
留
」
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

各
漁
村
の
「
維
持
法
」
(
日
か
ら
、
「
口
明
け
」
と
「
磯
留
」
が
行
わ
れ
る
時
期

を
表
三
に
ま
と
め
た
。

志
摩
半
島
の
ほ
と
ん
ど
の
海
女
漁
村
に
お
い
て
、
海
藻
の
採
取
に
関
し
て
「
磯

留
」
(
日
)
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
石
鏡
村
、
相
差
村
で
は
「
苔

藻
類
ハ
各
季
節
ア
リ
テ
磯
留
口
開
等
ノ
規
約
ア
リ
。
若
布
ハ
二
月
、
布
苔
ハ
十
二

月
、
甘
苔
ハ
二
月
、
荒
布
ハ
夏
季
土
用
中
夫
々
採
藻
季
節
ニ
ヨ
リ
口
開
ケ
為
ス
:
・
」

で
あ
っ
た
。
注
目
し
た
い
の
が
磯
留
を
行
う
期
間
で
あ
る
。
各
一
漁
獲
物
の
適
漁
時

町村 海藻名 採藻の時期規制

鳥羽町 海帯(アラメ) 旧4月29日口明け
小浜村

若布 旧2月口明け

桃取村
鹿尾菜(ヒジキ) 冬季より立夏連磯留
布苔 冬季より立夏連磯留

安楽島村 鹿尾菜(ヒジキ) 10月より翌3月連磯留
菅島村 若布・海苔・鹿尾

採藻の季節に従い磯留
答志村 菜・荒布・布苔等

若布 2月口明け
石鏡村

布苔 12月口明け
相差村

甘苔 2月口明け
荒布 夏季土用中口明け

船越村
片田村

布施田村 石花菜
和具村 若布

各季節により磯留
越賀村 荒布
御座村 鹿尾菜
浜島村
南張村

期
を
示
し
た
表
二
と
見
比
べ
て
み
る
と
、
こ
の
磯
留
は
適
漁
時
期
に
至
っ
て
磯
を

留
め
置
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
同
書
の
菅
島
村
、
答
志
村
の
維
持
法
に
は

「
若
布
、
海
苔
、
鹿
尾
菜
、
荒
布
、
布
苔
等
ハ
、
海
テ
採
藻
季
節
ニ
随
ヒ
磯
留
メ

ヲ
為
シ
、
採
期
ニ
臨
ミ
口
開
ケ
ヲ
ナ
ス
」
と
あ
り
、
各
漁
村
が
意
図
的
に
行
っ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
磯
留
制
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
見
る
よ
う
な
資
源
管

理
を
意
識
し
た
制
度
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
中
田
四
朗
氏
は
荒
布
の
磯
留

に
つ
い
て
「
飽
・
天
草
な
ど
と
同
様
に
、
荒
布
の
口
明
け
日
は
、
村
提
と
し
て
近

世
初
期
に
確
立
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
口
明
け
、
磯
留
め
の
制
は
現

在
ま
で
生
命
を
持
ち
続
け
て
い
る
」
と
し
て
い
る
(
凶
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ

で
見
る
磯
留
の
期
間
設
定
か
ら
は
、
そ
れ
が
「
現
在
ま
で
生
命
を
持
ち
続
け
て
い



る
」
磯
留
制
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
繁
藻
期
と
は
違
い
適
漁
時

期
に
磯
を
留
め
置
く
こ
と
は
、
資
源
管
理
と
し
て
の
意
味
を
成
さ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
の
見
解
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
磯
留
制
が
こ
こ
か
ら
読
み

取
れ
る
。
こ
の
磯
留
制
は
、
各
漁
村
が
独
自
に
、
特
定
の
海
藻
に
つ
い
て
制
限
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。

最
後
に
、
こ
の
磯
留
制
は
い
つ
頃
か
ら
発
現
し
た
の
か
を
検
討
し
て
お
く
。
磯

留
の
存
在
を
記
し
た
も
の
で
も
っ
と
も
古
い
史
料
は
、
管
見
の
限
り
元
禄
三
(
一

六
九

O
)
年
の
石
鏡
村
と
坂
手
村
の
漁
業
争
論
文
書
(
打
)
で
あ
る
。
坂
手
村
が

石
鏡
村
の
磯
で
の
漁
業
権
を
領
主
か
ら
保
証
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
対

し
、
石
鏡
村
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
了
承
し
て
お
ら
ず
、
自
村
の
磯
も
村
内
で
大

切
に
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
、
と
反
論
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
石
鏡
村
は
「
其
上

若
布
ハ
正
月
よ
り
三
月
迄
磯
を
留
、
又
あ
ら
め
之
儀
ハ
六
月
ま
て
留
磯
に
仕
候
」

と
し
て
お
り
、
元
禄
三
年
の
時
点
で
石
鏡
村
に
は
上
記
の
よ
う
な
磯
留
制
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
石
鏡
村
の
み
の
事
例
で
結
論
付
け
る
の
は
安
直

で
は
あ
る
が
、
海
藻
の
磯
留
制
は
江
戸
時
代
前
期
に
は
発
現
し
て
い
た
こ
と
は
確

認
し
て
お
き
た
い
。

第
二
節

飽
の
漁
期
規
制

本
節
で
は
、
海
女
の
漁
獲
物
の
中
で
も
中
心
と
な
る
飽
の
漁
期
規
制
を
検
討

す
る
が
、
前
提
と
し
て
各
海
女
漁
村
の
飽
の
採
捕
期
を
確
認
し
て
お
く
。
海
藻
と

同
様
に
享
保
十
一
年
の
「
指
出
帳
」
か
ら
明
ら
か
に
出
来
れ
ば
よ
い
が
、
飽
の
採

捕
期
を
記
し
た
村
が
少
な
く
困
難
で
あ
る
た
め
、
他
の
年
に
出
さ
れ
た
「
指
出
帳
」

gg 

や
『
三
重
県
水
産
概
略
』
、
『
三
重
県
水
産
図
解
』
な
ど
の
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら

記
さ
れ
た
史
料
も
活
用
す
る
。
史
料
を
見
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
村
も
多
く
、
石

鏡
村
、
国
崎
村
、
船
越
村
、
答
志
村
、
神
島
村
の
採
捕
期
を
明
ら
か
に
す
る
に
留

ま
っ
た
。

泊村
飽夏の中採か捕ら秋期中 棒銀欝韻録之引裂石鏡村
5月......10月 『ニ重 (明治14fF)

国崎村 5月......11月 『一重県水産図解~(明治16年)
(4月......8月迄は製斗、 9月

船越村 ......3月迄は生飽として出 『貞享4年指出帳』
荷)

答志村 3，4月 ......9，10月 『字保11年指出帳』
神島村 4月......10月 『地誌取調書~(明治16年)

表4

各
海
女
漁
村
の
飽
の
採
捕
期
を
ま
と
め
た
の
が
表
四
で
あ
る
。
ま
ず
石
鏡
村

の
事
例
を
見
る
と
、
延
宝
九
(
一
六
八
一
)
年
に
出
さ
れ
た
「
石
鏡
村
目
録
之
引

替
」
に
は
、
「
夏
中
よ
り
秋
中
飽
栄
螺
あ
ら
め
、
鰹
ヲ
つ
り
ニ
出
申
候
」
と
あ
る
。

具
体
的
な
月
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
三
重
県
水
産
概
略
』
に
「
漁
婦
ノ
潜

没
シ
テ
捕
フ
ル
モ
ノ
ハ
五
月
ヨ
リ
十
月
ノ
事
ト
ス
石
鏡
村
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

石
鏡
村
で
は
飽
の
採
捕
期
間
が
五
月
か
ら
十
月
に
定
ま
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ



る
。
船
越
村
で
は
、
貞
享
四
(
一
六
八
七
)
年
の
「
指
出
帳
」
に
「
胞
取
申
候
得

ハ
、
四
月
よ
り
八
月
迄
ハ
の
し
ニ
仕
、
宇
治
山
田
商
人
ニ
売
申
候
、
九
月
よ
り
三

月
迄
ハ
生
胞
ニ
一
巾
名
古
屋
、
津
、
川
崎
へ
送
り
売
申
候
」
と
あ
り
、
夏
・
秋
頃
は

喫
斗
に
し
て
、
冬
・
春
頃
は
生
飽
で
各
地
に
出
荷
し
て
お
り
、
飽
漁
が
通
年
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
答
志
村
で
は
享
保
十
一
年
の
「
指
出
帳
」
に
三
、

四
月
か
ら
九
、
十
月
ま
で
飽
を
採
捕
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
石
鏡
村
と
同
様

に
採
捕
期
が
定
ま
っ
て
い
た
が
、
石
鏡
村
(
他
村
)
よ
り
早
い
時
期
か
ら
採
捕
が

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
飽
は
海
藻
と
は
違
い
、
各
村
で
採
捕
期
が
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
飽
の
漁
期
が
『
三
重
県
水
産
概
略
』
に
見
る
よ
う
に
「
四

季
を
問
わ
ず
」
で
あ
り
、
通
年
漁
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
加
え

て
、
各
海
女
漁
村
で
採
補
さ
れ
た
飽
が
生
飽
と
し
て
津
、
松
坂
、
名
古
屋
な
ど
に

送
ら
れ
た
ほ
か
、
大
坂
な
ど
の
遠
隔
地
に
は
乾
燥
飽
と
し
て
輸
送
す
る
こ
と
が
で

き
(
び
、
そ
の
販
路
が
開
け
て
い
た
こ
と
、
近
く
に
は
伊
勢
(
げ
)
と
い
う
巨
大

な
消
費
地
が
あ
り
、
需
要
が
絶
え
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
組
漁
の
漁
期
規
制
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
明
確
な
形
で
確
認
出
来

る
史
料
は
、
『
三
重
県
水
産
図
解
』
の
菅
島
村
、
答
志
村
に
お
け
る
「
維
持
法
」

の
項
に
「
紬
漁
ハ
九
月
ヨ
リ
十
二
月
迄
ヲ
磯
留
ト
ス
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ

の
項
に
は
磯
留
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
九
月
ヨ
リ
十
二
月
迄
ハ
純
子
ヲ
胎
ミ
、
且

ツ
海
上
風
波
荒
ク
シ
テ
捕
獲
シ
難
キ
季
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
菅
島
村
と
答
志

村
で
は
、
明
治
十
六
年
の
時
点
で
既
に
産
卵
期
の
漁
獲
を
制
限
す
る
と
い
う
、
明

確
に
資
源
管
理
を
意
図
し
た
磯
留
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
、
先

に
見
た
よ
う
に
享
保
十
一
年
の
「
指
出
帳
」
で
は
採
捕
期
を
三
、
四
月
か
ら
九
、

十
月
と
し
て
お
り
(
旧
暦
で
の
表
記
で
あ
り
、
太
陽
暦
に
置
き
換
え
れ
ば
十
一
月

頃
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
)
、
江
戸
時
代
前
期
の
段
階
で
は
、
上
記
の

よ
う
な
磯
留
制
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
資
源
管
理
を
意
識
し
た
磯
留
制
は
、

江
戸
時
代
中
期
以
降
か
ら
明
治
時
代
初
期
ま
で
に
発
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
ま
た
、
地
理
的
な
範
囲
に
つ
い
て
も
、
『
三
重
県
水
産
概
略
』
で
は
石
鏡
村

で
は
五
月
か
ら
十
月
、
『
三
重
県
水
産
図
解
』
に
は
国
崎
村
で
は
五
月
か
ら
十
一

月
ま
で
飽
漁
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
答
志
村
・
菅
島
村
に
み
る
よ
う

な
制
限
は
設
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
江
戸
時
代
中
の
飽
漁
の

漁
期
制
限
は
志
摩
半
島
全
域
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ご
く
限
ら
れ
た
地
域

の
み
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

飽
漁
の
漁
期
制
限
に
つ
い
て
要
点
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
①
飽
漁
の
漁
期
自
体
は
通
年
で
あ
り
、
②
ゆ
え
に
石
鏡
村
や
答
志
村
の
よ

う
に
採
捕
期
が
定
ま
っ
て
い
た
村
と
、
船
越
村
の
よ
う
に
通
年
で
採
捕
を
行
っ
て

い
る
村
が
存
在
し
た
。
た
だ
し
、
採
捕
期
が
定
ま
っ
て
い
て
も
、
そ
の
時
点
で
磯

留
な
ど
の
規
制
が
存
在
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
そ
し
て
、
③
飽
の

漁
期
規
制
と
し
て
は
、
答
志
村
・
菅
島
村
が
産
卵
期
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て

資
源
管
理
を
意
図
し
た
磯
留
を
行
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
発
現
は
江
戸
時
代

中
期
以
降
か
ら
明
治
時
代
初
期
ま
で
の
間
で
あ
り
、
範
囲
も
ご
く
限
ら
れ
た
地
域

の
み
で
あ
っ
た
。

第
三
節

飽
の
大
き
さ
の
規
制

漁
獲
す
る
飽
の
大
き
さ
に
対
す
る
規
制
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
現
在
三

重
県
で
は
、
三
・
五
寸
(
十
・
六
セ
ン
チ
)
以
下
の
飽
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
が
(
び
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
現
在
の
よ
う
な
体
長
規
制
は
あ
っ
た
の
で
あ

ヨヨL



ろ
う
か
。
そ
の
前
に
、
当
時
に
お
け
る
漁
民
の
飽
の
大
き
さ
に
対
す
る
認
識
を
確

認
し
て
お
こ
う
。
文
化
七
(
一
八
一

O
)
年
の
「
答
志
村
文
書
」
の
「
干
飽
願
書

之
控
」
(
り
に
は
、
飽
の
生
貝
商
人
(
幻
)
が
「
其
日
之
揚
高
、
貝
大
小
、
上
中
下

を
見
込
」
ん
で
い
た
と
あ
り
、
飽
の
大
き
さ
に
基
準
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
相
差
村
等
の
享
保
十
一
年
の
「
指
出
帳
」
に
は
「
中
胞
」
と
い
う
記
述
も

見
ら
れ
、
飽
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
認
識
に
は
段
階
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
だ
。

さ
ら
に
享
保
十
一
年
の
各
村
の
「
指
出
帳
」
に
提
示
さ
れ
て
い
る
飽
の
大
き

さ
と
そ
の
代
銀
に
注
目
す
る
(
表
五
)
。

漁村 |飽の大きさ 代銀
6寸 1匁

石鏡村
5寸 8分
4寸 6分
3寸 4分
6寸 1匁

答志村 5寸 8分
4寸 6分
6寸 1匁

菅島村 5寸 8分
4寸 6分

相差村 中胞 5分
国崎村 中胞 5分

表5

答
志
村
、
菅
島
村
、
神
島
村
で
は
六
寸
の
も
の
を
銀
一
匁
、
五
寸
の
も
の
を

銀
八
分
、
四
寸
の
も
の
を
銀
六
分
に
て
、
石
鏡
村
で
は
三
寸
の
飽
も
銀
四
分
で
差

し
上
げ
て
い
る
。
相
差
村
等
が
献
上
し
て
い
る
「
中
飽
」
の
代
銀
が
五
分
で
あ
っ

た
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
当
時
の
漁
民
に
と
っ
て
は
三
寸
か
ら
四
寸
ま
で
の

大
き
さ
の
飽
、
が
「
中
胞
」
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
以

下
の
大
き
さ
の
「
小
抱
」
も
採
捕
し
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
、
三
・

五
寸
の
飽
の
採
捕
を
禁
止
し
て
い
る
現
在
に
比
べ
る
と
、
当
時
の
採
捕
す
る
飽
'
の

大
き
さ
に
対
す
る
認
識
は
比
較
的
緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
飽
の
大
き
さ
の
規
制
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
大
き
さ
の
規
制
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
ず
、
わ
ず
か
に
『
三
重
県
水
産
概

略
』
の
飽
漁
の
項
に
石
鏡
村
、
安
乗
村
の
事
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

按
ズ
ル
ニ
種
族
蕃
息
ノ
保
護
法
ヲ
設
ケ
ス
。
然
レ
ト
モ
、
其
小
ナ
ル
モ
ノ
ヲ

捕
フ
ヲ
禁
ス
。
石
鏡
村
例
規
。
安
乗
村
ノ
如
キ
ハ
小
撃
ヲ
用
使
セ
ス
。
故
ニ

捕
獲
ニ
不
便
ヲ
ナ
シ
小
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
保
護
ス
ル
一
斑
ト
ス

こ
の
後
の
文
に
は
「
是
レ
旧
慣
ノ
例
規
ナ
リ
ト
云
フ
」
と
続
く
こ
と
か
ら
、

石
鏡
村
、
安
乗
村
で
の
上
記
の
保
護
法
は
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
た
慣
行
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
安
乗
村
の
よ
う
に
道
具
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
小
さ

い
飽
を
保
護
し
て
い
た
事
は
、
道
具
の
規
制
と
い
う
面
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
。
他

村
に
お
い
て
も
同
様
の
規
制
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、

引
用
し
た
記
述
に
あ
る
よ
う
に
「
種
族
蕃
息
ノ
保
護
法
ヲ
設
ケ
ス
」
で
あ
り
、
そ

の
規
制
は
鳥
羽
藩
全
体
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
村
内
に
お

け
る
自
主
的
規
制
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
加
え
て
、
先
に
見
た

よ
う
に
当
時
は
漁
民
の
飽
の
大
き
さ
に
対
す
る
認
識
が
現
在
と
は
異
な
っ
て
い
た

か
ら
、
石
鏡
村
の
「
其
小
ナ
ル
モ
ノ
」
が
現
在
の
認
識
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。



信
用
二
主
早

海
女
漁
に
お
け
る
規
制
発
現
の
背
景

第
一
節

得
意
商
人
に
対
す
る
海
藻
の
売
買

第
一
章
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
志
摩
半
島
の
海
藻
の
採
藻
期

に
は
、
適
漁
時
期
に
磯
を
留
め
置
く
と
い
う
磯
留
制
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
磯
留
制
が
発
現
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い

て
、
志
摩
半
島
の
海
女
漁
村
と
大
坂
商
人
・
伏
見
商
人
な
ど
の
海
藻
売
買
に
従
事

す
る
「
得
意
商
人
」
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
す
る
。

先
に
見
た
元
禄
三
(
一
六
九

O
)
年
の
石
鏡
村
と
坂
手
村
と
の
漁
業
論
争
文

書
に
記
さ
れ
る
石
鏡
村
の
主
張
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
。
石
鏡
村
は
磯
を
留
め
置

い
て
海
藻
を
採
取
し
た
後
に
「
伏
見
之
商
人
に
売
、
御
年
貢
浦
役
水
主
米
に
上
納

仕
候
」
と
し
て
お
り
、
伏
見
商
人
と
の
取
引
に
よ
っ
て
村
内
の
年
貢
や
浦
役
な
ど

を
上
納
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
伏
見
商
人
」
と
は
、
志
摩
の
村
々
と
ど
の

よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

安
永
二
(
一
七
七
三
)
年
に
藩
の
荒
布
買
い
上
げ
に
反
対
し
、
鵜
方
組
・
国

府
組
・
小
浜
組
の
内
の
二
十
ケ
村
(
り
か
ら
出
さ
れ
た
嘆
願
書
ふ
)
が
あ
る
。

こ
こ
か
ら
重
要
な
部
分
の
み
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

先
達
市
奉
申
上
候
通
、
荒
布
売
買
之
儀
者
往
古
よ
り
大
坂
・
伏
見
・
備
前
・

尾
州
辺
、
其
村
々
取
遣
仕
来
候
買
主
有
之
売
渡
申
儀
ニ
御
座
候
、
然
所
数
年

来
之
儀
ニ
御
座
候
得
者
懇
意
重
り
申
ニ
随
ひ
、
荒
布
代
金
先
借
仕
其
外
作
方

不
出
来
、
或
者
不
漁
・
病
難
等
ニ
而
御
年
貢
金
不
足
仕
候
敗
、
村
賄
金
差
支

申
節
者
、
右
買
主
江
無
拠
頼
入
、
世
話
ニ
相
成
候
儀
共
数
多
御
座
候
ニ
付
、

荒
布
代
金
ニ
而
者
勘
定
相
済
不
申
、
追
々
滞
金
出
来
仕
候
故
自
然
と
大
金
ニ

相
成
返
済
難
成
、
尚
又
荒
布
代
金
不
残
右
借
用
之
内
江
相
渡
候
而
者
、
村
方

賄
一
向
弁
不
申
候
ニ
付
、
其
旨
を
以
相
歎
ニ
滞
金
之
分
者
敷
金
と
申
仕
呉
候

様
其
恩
分
ニ
て
永
々
荒
布
外
売
致
問
敷
旨
竪
申
合
候
而
、
荒
布
代
金
ハ
年
々

請
取
候
様
ニ
仕
候
村
方
茂
有
之
、
其
外
所
々
村
借
金
多
催
促
ニ
迷
惑
仕
、
其

差
問
ニ
相
成
候
村
々
ハ
、
右
為
作
略
之
ニ
買
主
方
江
荒
布
質
物
ニ
差
入
年
賦

定
仕
、
大
金
借
請
候
市
、
年
々
荒
布
不
残
相
渡
、
代
金
七
年
賦
差
継
ニ
仕
候

村
方
茂
御
座
候
而
彼
是
入
組
候
訳
共
多
御
座
候
、
左
候
得
者
、
今
度
被
願
出

候
両
人
支
配
ニ
相
成
候
市
、
是
迄
之
買
主
江
約
束
違
申
ニ
付
、
六
ケ
敷
申
出

候
様
ニ
罷
成
、
其
村
々
難
渋
可
仕
候
、
此
段
別
而
気
之
毒
ニ
奉
存
候
得
共
具

ニ
申
上
候
儀
者
恐
入
、
尚
又
是
等
之
儀
精
(
々
)
御
吟
味
被
為
仰
出
候
御
儀

ニ
茂
無
御
座
候
ニ
付
、
弄
差
控
候
而
微
細
ニ
者
不
申
上
候
、
乍
恐
御
賢
察
被

為
成
下
候
之
様
奉
願
候
、
尤
安
乗
村
之
儀
者
荒
布
売
渡
方
の
儀
ニ
付
外
村
々

と
違
候
筋
茂
御
座
候
ニ
付
、
其
訳
別
紙
ニ
申
上
候
御
事

志
摩
漁
村
で
は
、
大
坂
・
伏
見
商
人
な
ど
の
得
意
商
人
か
ら
代
金
の
先
借
り

を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
作
方
の
不
出
来
や
不
漁
、
病
難
等
に
よ
り
年
貢
金
が
不
足

し
た
際
に
は
金
子
の
借
用
を
頼
み
、
滞
金
の
際
に
は
「
敷
金
」
と
し
て
も
ら
い
、

借
金
返
済
が
困
難
な
時
に
は
延
滞
し
て
も
ら
う
な
ど
の
恩
義
を
受
け
て
い
た
。
こ

の
関
係
は
、
村
経
済
の
成
り
立
ち
に
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
村
々
は
大

坂
や
伏
見
の
商
人
に
対
し
て
「
永
々
荒
布
外
売
致
問
敷
」
と
い
っ
た
姿
勢
を
取
っ

て
い
た
、
と
言
う
よ
り
も
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
志
摩
半

島
の
多
く
の
村
々
と
、
大
坂
や
伏
見
の
商
人
ら
と
は
、
経
済
的
理
由
か
ら
深
い
繋

が
り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

菅
島
村
と
伏
見
の
得
意
商
人
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
荒
布
出
荷
の
様
子
が
窺

ーじ



え
る
史
料
が
、
「
菅
島
文
書
」
の
な
か
に
あ
る
(
「
元
禄
三
年
午
十
二
月
、
菅
島
村

年
代
記
」
)
(
日
)
。

伏
見
塩
屋
孫
左
衛
門
殿

菅
島
村
荒
布
之
事

一

何

万

何

千

把

此

船

賃

何

程

右
ハ
兵
庫
市
郎
右
衛
門
船
ニ
積
上
せ
申
候

ね
れ
か
ひ
仕
置
し
把
能
々
御
致
被
成
御
請
取
可
被
下
候
、
則
船
賃
銀
御

算
用
被
成
御
渡
し
可
被
下
候
、
海
上
之
儀
、
其
元
可
為
御
法
候
、
送
り

状
何
如
件

元
禄
十
一
年

伏
見
代
塩
屋
孫
兵
衛

菅
島
村
宿
作
兵
衛

円
日
ド

「
ヒ
'

円

μ'
広」
B

大
坂
西
横
堀
布
屋
安
兵
衛
殿

史
料
に
あ
る
伏
見
塩
屋
孫
左
衛
門
と
は
伏
見
商
人
で
あ
り
、
そ
の
手
代
で
あ
る

塩
屋
孫
兵
衛
が
菅
島
村
ま
で
荒
布
を
買
い
付
け
に
出
向
き
、
荒
布
を
大
坂
に
送
っ

て
い
た
。
売
り
手
に
は
菅
島
村
の
庄
屋
作
兵
衛
(
刊
)
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、

村
単
位
で
の
海
藻
の
売
買
の
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
売
り
払
わ
れ
た
荒
布
の
代
金

は
藩
に
上
納
さ
れ
た
り
、
借
金
返
済
に
充
て
ら
れ
て
い
た
の
で
、
個
人
で
採
取
・

販
売
を
行
い
そ
の
利
益
を
得
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
売
買
の
在
り
方
は
、
菅
島
村
の
荒
布
取
り
引
き
に
限
定
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
先
に
見
た
元
禄
三
(
一
六
九

O
)
年
の
文
書
に
は
、
若
布
、
荒
布
取

り
引
き
に
関
連
し
て
「
近
年
は
石
鏡
村
に
も
大
分
に
借
金
御
座
候
」
で
あ
っ
た
た

め
「
若
布
ハ
正
月
よ
り
三
月
迄
磯
を
留
、
又
あ
ら
め
之
儀
ハ
六
月
ま
て
留
磯
に
仕

候
而
、
伏
見
之
商
人
に
売
御
年
貢
浦
役
水
主
米
に
上
納
仕
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

石
鏡
村
で
も
若
布
、
荒
布
を
商
人
に
売
り
払
い
借
金
の
返
済
に
充
て
て
い
た
こ
と

F、、

が
分
か
る
。
『
三
重
県
水
産
図
解
』
に
記
さ
れ
る
和
具
村
、
御
座
村
の
「
維
持
法
」

に
は
、
「
殊
ニ
和
具
村
御
座
村
ノ
如
キ
ハ
最
モ
石
花
菜
ニ
富
メ
ル
地
ニ
テ
村
中
収

穫
セ
ル
モ
ノ
ヲ
一
纏
メ
ニ
シ
大
阪
地
方
ノ
商
人
へ
販
責
ス
。
故
ニ
一
人
一
巳
ニ
販

責
ス
ル
ヲ
許
サ
¥
ル
規
約
ナ
リ
」
と
あ
り
、
和
具
村
・
御
座
村
で
は
石
花
菜
(
テ

ン
グ
サ
)
を
得
意
商
人
に
販
売
し
て
い
た
。
様
々
な
海
藻
が
各
村
に
お
い
て
、
村

で
一
纏
め
に
し
て
売
買
す
る
「
一
手
売
り
」
が
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
な
ぜ
適
漁
時
期
に
磯
を
留
め
置
く
磯
留
制
が
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う

問
題
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
海
藻
を
扱
う
得
意
商
人
は
、
経
済
的
恩
義
を
受
け

る
海
女
漁
村
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
村
方

と
し
て
は
、
商
人
と
の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
外
売
り
を
許
さ
ず
、
「
村
一
手
売

り
」
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
個
人
が
海
藻
を
売
買
す
る
と
、
得
意

商
人
と
の
約
束
に
背
く
だ
け
で
な
く
村
経
済
に
も
打
撃
を
与
え
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
こ
の
磯
留
制
は
、
村
が
把
握
し
な
い
売
買
を
防
止
す
る
た
め
の
村
の
施
策
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
採
取
の
適
漁
時
期
に
磯
を
留
め
置
く
こ
と
で
個

人
が
勝
手
に
採
取
す
る
の
を
取
締
り
、
口
明
け
日
に
一
村
を
あ
げ
て
採
取
す
る
こ

と
を
、
村
で
取
り
決
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
得
意
商
人
と
志
摩
漁
村
と

の
関
係
は
江
戸
時
代
初
期
の
頃
に
は
形
成
さ
れ
て
お
り
、
経
済
的
理
由
に
お
け
る

磯
留
も
、
早
い
時
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

鱗
漁
と
海
女
漁

海
女
漁
の
時
期
的
制
限
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
の
が
他
漁
と
の
関
係

で
あ
る
。
志
摩
漁
村
に
お
い
て
、
海
女
漁
の
他
に
鰹
釣
り
漁
、
海
鼠
(
ナ
マ
コ
)



引
網
な
ど
の
諸
漁
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。
延
宝
九
(
一
六
八
一
)
年
の
石
鏡

村
の
「
指
出
帳
」
か
ら
は
、
春
に
は
海
老
楯
綱
、
八
月
、
九
月
に
は
「
な
ん
ぼ
く

網
」
(
幻
)
に
よ
る
鮭
(
ム
ツ
)
・
鯵
漁
、
冬
に
は
鱗
(
ボ
ラ
)
漁
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
冬
の
鱗
漁
は
、
海
女
漁
の
漁
期
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
た
。
こ
の
節
で
は
、
海
女
漁
と
鱗
漁
の
関
係
に
つ
い
て
石
鏡
村

を
事
例
に
検
討
し
た
い
。

鱗
漁
は
、
鳥
羽
藩
の
財
政
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
漁
で
あ
っ
た
。

冬
の
時
期
に
群
を
成
し
て
回
避
し
て
く
る
鱗
は
、
伊
勢
湾
に
入
り
、
や
が
て
南
下

を
は
じ
め
小
浜
村
、
鳥
羽
町
、
安
楽
島
村
、
浦
村
の
順
に
回
遊
し
、
石
鏡
村
の
沖

を
通
っ
て
外
洋
へ
と
出
て
い
っ
た
(
刊
)
。
志
摩
半
島
の
入
り
組
ん
だ
地
形
は
鱗
漁

の
絶
好
の
漁
場
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
た
鳥
羽
藩
で
は
、

貧
し
い
藩
財
政
の
補
填
の
た
め
鱗
楯
網
漁
を
藩
営
漁
業
と
し
て
保
護
・
奨
励
し
、

藩
が
指
定
し
た
海
面
区
画
で
は
鱗
楯
網
漁
は
藩
か
ら
の
許
可
が
な
け
れ
ば
い
か
な

る
理
由
で
あ
ろ
う
と
漁
が
出
来
な
か
っ
た
(
日
)
。

ま
た
、
鱗
は
そ
の
特
徴
ゆ
え
に
漁
の
仕
方
も
特
殊
で
あ
っ
た
。
鱗
は
冬
期
に

群
れ
を
成
し
志
摩
半
島
に
回
遊
し
て
く
る
が
、
物
音
に
敏
感
で
一
度
散
乱
し
て
し

ま
う
と
な
か
な
か
元
の
群
れ
に
は
戻
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
鱗
漁
が
行
わ
れ
る

際
に
は
浦
留
を
行
い
、
他
の
漁
を
留
め
置
き
、
廻
船
の
入
津
も
制
限
す
る
こ
と
で

群
の
散
乱
を
防
止
し
、
進
路
の
障
害
と
な
る
も
の
を
浦
内
か
ら
排
除
す
る
必
要
が

あ
っ
た
(
刊
)
。
ま
た
、
漁
は
一
村
を
挙
げ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
楯
漁
の

際
に
は
複
数
の
村
々
が
参
加
す
る
大
規
模
な
漁
が
行
わ
れ
た
。
漁
法
は
大
き
く
分

け
て
二
種
類
あ
り
、
石
鏡
村
の
よ
う
に
外
洋
に
面
し
内
湾
が
少
な
い
村
で
は
主
に

敷
網
漁
(
り
が
行
わ
れ
、
浦
村
の
よ
う
に
奥
に
伸
び
た
内
湾
を
有
す
る
村
で
は

主
に
楯
網
漁
(
口
)
が
行
わ
れ
た
。

鱗
漁
と
海
女
漁
の
関
係
に
つ
い
て
、
史
料
か
ら
見
て
行
こ
う
。
元
禄
三
(
一

六
九

O
)
年
の
石
鏡
村
と
坂
手
村
の
漁
業
論
争
文
書
に
は
「
ま
し
て
石
鏡
村
磯
之

儀
ハ
名
吉
之
時
分
に
罷
成
候
へ
は
大
事
に
仕
、
へ
た
か
っ
き
立
網
も
さ
せ
不
申
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
鱗
漁
を
行
っ
て
い
る
時
期
に
は
「
か
っ
き
」

H

海
女
漁
は
さ

せ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
ぜ
海
女
漁
よ
り
鱗
漁
が
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
鱗
の
価
格
、
捕
獲
量
、
漁
期
の
三
点
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ま
ず
価
格
で
あ
る
が
、
元
禄
四
(
一
六
九
二
年
の
石
鏡
村
の
「
指
出
帳
」
で
は
、

鱗
は
「
壱
本
ニ
付
代
銀
七
分
宛
」
で
あ
り
、
「
中
組
」
よ
り
も
高
く
、
現
代
の
相

場
と
は
違
い
か
な
り
高
価
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
捕
獲
量
に
つ
い
て
は
、
鱗
は
群

を
成
し
て
く
る
魚
で
あ
り
、
そ
の
ま
と
ま
っ
た
捕
獲
量
ゆ
え
に
藩
の
財
政
を
潤
す

程
で
あ
っ
た
。
天
保
八
(
一
八
三
七
)
年
に
は
小
浜
村
で
冬
季
の
わ
ず
か
三
ヶ
月

の
間
で
二
三
万
四
四
七
六
本
も
の
鱗
を
捕
獲
し
、
そ
の
代
金
が
六
一
二
両
余
り
で

あ
っ
た
と
い
う
(
ひ
。
漁
期
に
つ
い
て
は
、
志
摩
半
島
に
や
っ
て
く
る
冬
の
絡
は
、

脂
の
乗
っ
た
最
も
美
味
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。
志
摩
の
鱗
は
特
に
「
泥
味
が
な
い
」

良
質
の
も
の
で
あ
り
、
津
、
松
坂
、
名
古
屋
、
そ
し
て
伊
勢
ゐ
)
に
多
く
販
送

さ
れ
て
い
た
。
価
格
が
高
く
捕
獲
量
も
多
く
、
そ
し
て
鱗
が
も
っ
と
も
美
味
し
い

時
期
に
漁
期
を
迎
え
る
志
摩
の
鱗
漁
は
、
そ
の
点
で
海
女
漁
に
優
先
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

文
政
三
(
一
八
二

O
)
年
、
浦
村
で
の
鱗
楯
網
漁
中
に
石
鏡
村
の
甚
兵
衛
と

い
う
者
が
海
女
ら
を
連
れ
て
ヒ
ジ
キ
採
り
に
入
っ
た
こ
と
を
発
端
と
す
る
漁
業
論

争
の
史
料
(
日
)
が
あ
る
。
甚
兵
衛
は
鱗
楯
網
中
に
は
浦
留
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
漁
事
中
に
海
女
に
よ
る
ヒ
ジ
キ
採
取
を
行
っ
た
。
ま
た

天
保
七
(
一
八
三
六
)
年
に
は
、
浦
村
で
の
漁
業
権
が
保
証
さ
れ
て
い
た
(
刊
)

石
鏡
村
が
浦
村
に
お
け
る
鱗
楯
網
の
口
明
け
を
早
め
て
ほ
し
い
と
藩
に
嘆
願
し
、

::fL 



そ
れ
が
許
可
さ
れ
て
い
る

(
U。

当
年
之
時
節
柄
故
、
年
明
ニ
至
候
而
者
、
何
成
共
海
草
ニ
而
も
取
付
、
飢
命

相
凌
不
申
候
而
ハ
相
成
不
申
由
ニ
而
、
来
春
ニ
至
網
ノ
口
御
免
有
之
候
迄
ニ

両
村
差
留
居
候
而
者
、
甚
以
難
渋
之
趣
、
御
代
官
所
・
御
浦
奉
行
所
御
双
方

へ
御
願
申
上
候
所
、
願
之
上
御
聞
済
ニ
相
成
申
候
。
然
共
両
村
共
申
合
し
魚

引
等
も
有
之
候
ハ
¥
互
ニ
心
添
致
し
合
、
心
得
違
之
筋
無
之
様
、
両
村
小

前
末
々
迄
急
度
申
渡
し
、
早
春
よ
り
口
明
可
被
候
。
時
節
柄
故
早
速
御
免
茂

有
之
候
故
、
心
得
違
之
筋
有
之
候
市
者
、
各
々
ハ
不
及
申
ニ
、
拙
者
お
ゐ
て

も
不
調
法
不
行
届
と
も
相
当
り
、
両
村
小
前
方
随
分
が
さ
つ
ニ
無
之
様
如
法

ニ
致
し
、
家
業
出
精
専
一
之
事
ニ
御
座
候
。
右
之
段
為
可
申
入
如
此
ニ
御
座

候
、
以
上申

十
二
年
廿
八
日

坂
本
忠
太
郎

坂
本
新
兵
衛

浦
村

石
鏡
村

庄
屋
中

天
保
七
(
一
八
三
六
)
年
の
凶
作
に
よ
る
困
窮
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
願
い
が
出
さ
れ

許
可
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
他
漁
の
維
持
の
た
め
、
海
女
漁
は
時
期
の
制
限
を
受
け
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

海
女
漁
は
、
鱗
漁
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
漁
の
影
響
を
そ
の
採
捕
期
・
採
藻

期
に
受
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
限
ら
れ
た
村
内
の
漁
場
を
維
持
す
る
た
め
に
、

他
漁
と
共
存
し
て
い
く
こ
と
が
、
志
摩
の
海
女
漁
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
こ
と

で
あ
っ
た
。

第
三
節

漁
民
の
資
源
管
理
意
識

o 

こ
れ
ま
で
江
戸
時
代
の
海
女
漁
に
お
け
る
規
制
の
存
在
を
確
認
し
、
規
制
の

外
的
要
因
と
し
て
得
意
商
人
と
の
関
係
性
、
内
的
要
因
と
し
て
他
漁
と
の
関
わ
り

を
指
摘
し
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
に
見
る
よ
う
な
資
源
管
理
意
識
と
は
、
ど
の

よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

資
源
管
理
意
識
が
表
面
化
し
た
事
例
と
し
て
、
第
一
章
第
二
節
で
述
べ
た
答

志
村
・
菅
島
村
の
磯
留
が
確
認
で
き
る
が
、
同
様
の
制
度
は
他
の
村
で
は
見
つ
か

っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
発
生
が
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
る
と
と
も
指
摘
し
た
。
な
ぜ
答

町村名 浦役 町村名 浦役
鳥羽 710匁 鵜方 50匁
坂手 300匁 布施田 320匁
小浜 400匁 和具 750匁
桃取 280匁 越賀 344匁
答志 1貫350匁 御座 206匁
神島 560匁 浜島 300匁
菅島 950匁 南張 220匁

安楽島 55匁 船越 250匁
浦村 220匁 波切 1貫
石鏡 950匁 片田 1貫280匁
相差 1貫70匁 安乗 960匁
畔蛸 16匁 国崎 580匁
的矢 160匁 甲賀 535匁
国府 105匁 志島 390匁
神明 116匁 畔名 100匁
立神 43匁 名目 245匁

表6
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志
村
・
菅
島
村
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
規
制
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
漁
民

の
資
源
管
理
意
識
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
こ
こ
で
答
志
村
・
菅
島
村
で
の
磯
留

成
立
の
要
因
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
、
磯
漁
へ
の
依
存
度
の
高
さ
が
考
え
ら
れ
る
。
村
内

漁
業
中
の
磯
漁
が
占
め
る
比
重
が
高
か
っ
た
た
め
、
早
期
に
資
源
管
理
意
識
を
意

図
し
た
磯
留
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
答
志
村
・
菅
島
村
の
磯
漁
へ
の

依
存
度
の
高
さ
を
他
村
と
比
較
し
て
み
た
い
。
享
保
十
一
年
の
「
指
出
帳
」
に
記

さ
れ
る
各
村
の
浦
役
の
額
か
ら
各
村
の
漁
業
の
比
重
を
考
え
て
み
よ
う
(
表
六
)
。

答
志
村
で
は
一
貫
三
五

O
匁
と
、
す
べ
て
の
村
の
中
で
一
番
高
い
額
の
浦
役

を
上
納
し
て
い
る
。
菅
島
村
で
は
九
五

O
匁
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
か
な
り
高
い
。

第
一
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
石
鏡
村
の
浦
役
も
九
五

O
匁
で
あ
り
、
同
様
に
高

い
額
で
あ
る
。
対
し
て
、
飽
漁
を
通
年
で
行
っ
て
い
た
船
越
村
は
二
五

O
匁
で
あ

り
、
さ
ほ
ど
高
い
値
で
は
な
い
。
答
志
村
、
菅
島
村
、
石
鏡
村
に
比
し
、
船
越
村

で
は
漁
業
の
比
重
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

漁
業
に
お
け
る
海
女
漁
の
比
重
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
こ
う
。
塚
本
明
氏
が

「
古
文
書
史
料
か
ら
見
る
海
女
の
歴
史
的
実
態
」
(
び
に
お
い
て
「
指
出
帳
」
に

記
さ
れ
る
「
ち
ょ
ろ
船
」
「
さ
っ
ぱ
船
」
な
ど
の
小
舟
保
有
数
や
村
の
石
高
、
家

数
と
人
数
か
ら
各
村
に
お
け
る
海
女
漁
の
比
重
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て

そ
こ
で
示
さ
れ
た
表
を
表
七
と
し
て
転
載
し
、
各
村
に
お
け
る
海
女
漁
の

い
る
。

比
重
を
見
て
み
る
。

答
志
村
・
菅
島
村
に
お
い
て
、
そ
の
船
数
に
占
め
る
小
舟
数
の
割
合
(
各
村

の
漁
業
全
体
に
占
め
る
海
女
漁
の
比
重
)
が
高
い
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
家
数
に
占
め
る
小
舟
数
の
割
合
(
村
の
な
か
で
の
海
女
漁
を
営
む
者
の

比
重
)
も
答
志
村
が
七
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
菅
島
村
が
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
両
村
と

一享寸保面11薮(1726)年指出帳 家数延享|小3舟(1/7割46人)年数 手保11年 現在(県調査)
小舟数小舟数/船数 右晶 石高/人数 海女惣数フナドノリアイ

4 4 100"ー 72 6話 365 307 0.84 。
j鍾

52 25 48% -1 124 20% 522 107 0.2 1 
70 66 94'先 137 48" 593 11 α02 45 12 

250 205 82略 278 74" 1212 356 α29 881? つ

担桃苦昌言具(答志)
62 2 60 

5 取 127 98 77首-1 130 75" 653 103 α16 2 2 
6 鳥 62 45 73%1 * 102 44% 403 104 0.26 105 3 78 
7坂手 128 85 66見-1 153 56% 695 71 αf 。
89蒲安楽有島

48 46 96% -1 124 37% 707 585 0.83 10 6 
132 103 78弛-1 168 61% 954 551 0.58 5 

10右鏡 94 86 91"1 * 103 83" 571 94 0.16 851 40 

1121 桓国崎差 36 33 92" 59 56% 312 167 0.54 62 7 
101 89 88%1* 155 57% 796 846 1.06 133 13 

13畔盤賀 33 32 97"ー 53 60" 282 101 α36 6 6 
14干 181 11?ー 28ー 128 45 α35 5 
15千賀堅子 9 5?ー ーーワ つ つ 55 3 

47 38 81% 271 14% 1088 305 α28 22 7 
17国 23 7? 30% 189 4% 916 1370 1.5 2 
18甲 39 20 51% 231 9覧 1109 1291 1.16 31 10 
19志島 65 59 91%1 * 123 48" 586 223 α38 20 2 13 
20畔名 20 13 65% 71 18% 378 79 0.21 16 3 

2221 衰名萌目
19 13 68%1 * 631 21% 333 134 0.4 7 2 
79 30 38% 241 12% 1356 909 0.67 23 4 4 

23船越 55 41 75% 141 29唱 753 205 0.08 36 5 3 

24有片固 121 94 78% 294 32% 1461 561 0.38 53 29 
25 施回 68 61 90% 170 36% 937 358 α38 40 6 10 

26 担越皇賀 50 35 70% 210 17% 954 539 0.56 67 14 
27 17 15 88% 154 10% 710 470 0.66 18 

16 14 88% 80 18% 416 183 0.44 21 12 
29 120 104 87% 193 54" 924 363 α39 101 10 

30 (平均)
17 16 94" 99 16% 353 206 0.58 

10285 1441 76% 4020 35% 19580 10285 0.49 978 
*船数は中田四朗I近世の志摩における海女と御師j掲載の表を基に作成。 i*Jは中田氏の数値
と遣うもの。 r-Jは中田氏未見分。三ケ所は不明。国府のデータ及び家数、人数は地名辞典の記
載に基づく(家数、人数は「鳥羽領内村々禄高調J)。石高は斗以下を四捨五入した。パーセンテー
ジの部分で太字は平均値の2割増、斜字は2割減の数字を示す。「現在Jの数値は、今回の調査数
値。

表7



も
高
く
な
っ
て
い
る
。
対
し
て
人
数
に
対
す
る
石
高
の
割
合
(
農
業
依
存
度
)
は

両
村
と
も

0
.
二
パ
ー
セ
ン
ト
台
と
農
業
依
存
度
は
低
い
。
総
じ
て
、
答
志
村
、

菅
島
村
で
は
海
女
漁
へ
の
依
存
度
が
極
め
て
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
答
志
村
・
菅
島
村
以
外
の
海
女
漁
村
で
は
、
資
源
管
理
意
識
が
全
く

な
い
ま
ま
に
、
魚
介
や
海
藻
を
採
取
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
比
較
し
た

漁
業
・
海
女
漁
の
比
重
で
は
、
例
え
ば
石
鏡
村
も
海
女
漁
が
か
な
り
盛
ん
な
村
で

あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
資
源
管
理
意
識
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
飽
の
産

卵
期
の
認
識
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
当
事
者
た
ち
が
産
卵
期
を
認
識
し
て

い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
資
源
の
管
理
の
上
で
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
こ
こ

で
『
三
重
県
水
産
概
略
』
の
飽
漁
の
項
か
ら
関
係
す
る
部
分
を
引
用
す
る
。

飽
ノ
正
ス
ル
卵
及
ピ
其
候
ヲ
審
ニ
セ
ス
四
月
下
旬
極
メ
テ
細
小
ニ
シ
テ
親
貝

ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
見
ル
土
人
呼
ン
デ
流
レ
子
ト
ス
。
越
賀
村
人
ノ
説
ニ
拠
レ
ハ

十
月
ノ
候
子
ヲ
胎
ミ
十
一
月
ニ
至
リ
小
石
ニ
卵
ヲ
付
着
ス
。
又
片
田
村
人
ノ

説
ニ
四
月
八
月
両
度
飽
ノ
腹
内
膨
張
シ
白
膜
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
包
蔵
ス
。
其
後

肉
脱
シ
腸
縮
退
ス
。
其
時
白
膜
ノ
知
キ
モ
ノ
ヲ
見
ス
。
是
レ
分
娩
ス
ル
者
ト

ヱミ

産
卵
の
時
期
は
「
審
ニ
セ
ス
」
で
は
あ
っ
た
が
、
腹
部
の
膨
張
の
時
期
を
認
識

し
て
い
る
こ
と
、
越
賀
村
と
片
田
村
で
時
期
の
ズ
レ
は
あ
る
も
の
の
産
卵
期
に
対

す
る
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
明
治
十
二
年
の
船
越
村
に
お

け
る
「
水
産
取
調
書
」
(
刊
)
の
「
鮮
卵
養
育
及
ヒ
保
護
ノ
方
法
」
の
項
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

鱗
ハ
、
二
月
頃
田
地
ノ
稲
株
ヨ
リ
生
シ
、
小
魚
ノ
時
ハ
イ
ナ
ト
云
。
夫
ヨ
リ

川
へ
流
レ
、
海
中
ニ
入
生
長
ノ
後
チ
鱗
ト
云
。

健
・
鯵
・
組
・
鯖
・
鮮
・
繰
ノ
類
ハ
、
何
レ
モ
二
・
三
月
ヨ
リ
子
ヲ
胎
ミ
、

四
月
頃
藻
ノ
中
二
産
ム
.
夫
ヨ
リ
段
々
成
魚
ス
。

鰹
ハ
、
沖
合
ニ
居
住
シ
生
産
ノ
期
限
分
リ
不
申
。

鯛
ハ
、
五
月
頃
胎
ミ
、
六
月
沿
海
中
ノ
泥
ニ
生
産
ス
。
依
テ
生
産
期
限
分
不

由
1
0

蝦
ハ
、
四
月
頃
胎
ミ
、
六
月
頃
泥
中
に
生
産
ス
。

鰻
ハ
、
十
月
頃
子
ヲ
胎
ミ
、
十
一
月
頃
小
石
ニ
産
ス
。

ウ
ツ
ボ
鰻
ハ
、
四
月
頃
藻
中
ニ
産
ス
。

蛸
ハ
、
六
月
頃
海
中
ニ
生
産
、

烏
賊
ハ
、
泥
海
テ
ク
サ
等
ニ
生
産
ス
。

荒
布
ハ
、
二
月
頃
海
中
底
瀬
へ
生
ル
。

若
布
ハ
、
一
月
頃
海
中
底
瀬
ニ
生
ル
。

石
化
菜
ハ
、
一
月
頃
海
中
ノ
小
石
ニ
生
ル
。

海
鹿
角
ハ
、
磯
辺
ノ
島
崎
三
ハ
月
頃
生
ス
。

真
珠
ハ
、
内
海
磯
ニ
一
月
頃
小
石
ニ
生
ル
。

飽
'
の
み
で
は
な
く
海
藻
な
ど
そ
の
他
海
産
物
の
繁
殖
期
、
産
卵
期
に
つ
い
て

も
、
漁
民
に
時
期
的
な
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
漁
民
た
ち
に
産
卵
期
、

繁
殖
期
に
お
け
る
捕
獲
・
採
藻
の
自
発
的
抑
制
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
十
分
に
考
え

ら
れ
よ
う
。

以
上
、
漁
民
の
資
源
管
理
意
識
に
つ
い
て
、
漁
村
に
お
け
る
海
女
漁
の
比
重
、

魚
介
の
産
卵
期
、
海
藻
の
繁
藻
期
に
関
す
る
知
識
を
軸
に
考
え
て
き
た
。
漁
民
た

ち
が
産
卵
期
・
繁
藻
期
を
認
識
し
て
い
た
以
上
、
資
源
管
理
の
意
識
は
芽
生
え
て

い
た
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
認
識
を
背
景
に
、
先
に
見
た
よ

う
な
飽
の
大
き
さ
に
つ
い
て
も
規
制
す
る
意
識
が
窺
え
、
そ
れ
が
一
村
内
に
お
け

る
自
主
的
規
制
に
つ
な
が
っ
た
。
志
摩
半
島
全
域
に
、
磯
留
等
に
よ
る
制
限
と
い



う
明
確
な
形
で
徹
底
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、
資
源
管
理
的
な
意
識
は
、
顕
在
化

せ
ず
と
も
海
女
を
は
じ
め
漁
民
の
な
か
に
潜
在
的
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
漁
民
た
ち
の
意
識
は
、
近
代
へ
の
移
行
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
二
章

明
治
期
の
組
合
結
成
と
組
合
規
則

第
一
節

明
治
初
年
の
混
乱
と
組
合
結
成

江
戸
時
代
が
終
わ
り
近
代
化
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
外
国
文
化
の
移
入
や

交
通
網
の
発
達
、
政
治
経
済
の
変
革
な
ど
に
よ
り
、
社
会
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て

い
っ
た
。
漁
業
も
例
外
で
は
な
く
、
明
治
政
府
に
よ
り
新
た
な
政
策
が
施
行
さ
れ

て
い
く
。
本
節
で
は
、
近
代
化
に
伴
う
漁
業
規
則
の
変
化
に
つ
い
て
追
っ
て
い
き

た
い
。戊

辰
戦
争
に
勝
利
し
た
明
治
政
府
は
、
新
た
な
統
治
機
構
を
確
立
す
べ
く
、

明
治
四
(
一
八
七
一
)
年
に
廃
藩
置
県
を
断
行
し
、
全
国
を
統
一
的
に
治
め
よ
う

と
し
た
。
鳥
羽
藩
領
は
伊
勢
圏
内
の
紀
州
藩
領
な
ど
と
共
に
、
度
会
県
に
編
入
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

明
治
政
府
は
統
一
的
な
税
制
の
確
立
を
図
り
、
地
租
改
正
を
核
と
す
る
土
地

改
革
を
推
進
す
る
。
だ
が
漁
業
に
つ
い
て
は
、
農
地
と
異
な
り
生
産
の
場
た
る
漁

場
の
所
有
権
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
、
統
一
的
な
税
制
を
確
立
す

る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

明
治
八
(
一
八
七
五
)
年
二
月
二
十
日
、
政
府
は
雑
税
の
廃
止
を
全
国
に
布

達
し
、
そ
の
一
部
を
占
め
た
漁
業
税
も
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
刊
)
O

重
い

負
担
と
な
っ
て
い
た
漁
業
税
か
ら
の
解
放
は
、
漁
民
に
と
っ
て
は
喜
ば
し
い
こ
と

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
旧
藩
領
に
お
い
て
は
漁
業
税
が
漁
場
を
保
証
す
る

役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
漁
業
税
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
漁
民
に
と
っ
て
漁
場
を

専
有
す
る
権
利
を
喪
失
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
各
所
か
ら

漁
業
税
上
納
願
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
漁
民
た
ち
の
間
の
混
乱
を
避
け

る
た
め
、
度
会
県
で
も
旧
慣
を
維
持
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

政
府
は
そ
の
後
、
明
治
八
年
十
二
月
十
九
日
に
、
す
べ
て
の
漁
場
は
官
有
の

も
の
で
あ
り
、
従
前
の
通
り
漁
業
を
行
い
た
い
者
は
拝
借
を
伺
い
出
て
許
可
を
受

け
る
べ
き
と
す
る
、
漁
場
の
官
有
拝
借
制
を
施
行
し
た
。
各
漁
村
は
自
村
の
漁
場

を
確
保
す
る
た
め
競
っ
て
拝
借
願
い
を
提
出
し
、
再
び
混
乱
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
ま
で
権
利
を
持
た
な
か
っ
た
地
域
が
新
た
に
漁
業
権
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た

動
き
(
り
も
み
ら
れ
、
行
政
側
は
そ
の
対
応
に
も
苦
慮
し
た
。
明
治
九
(
一
八

七
六
)
年
七
月
に
は
官
有
拝
借
制
の
廃
止
と
「
旧
慣
」
に
よ
る
取
締
り
を
指
示
し
、

旧
来
の
慣
習
を
維
持
す
る
こ
と
で
漁
業
権
問
題
の
鎮
静
化
を
図
っ
た
。
つ
ま
り
、

新
政
府
は
土
地
の
税
制
変
革
で
あ
る
地
租
改
正
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
漁
場
に

お
い
て
は
そ
の
保
有
の
複
雑
性
ゆ
え
に
、
容
易
に
税
制
を
変
革
す
る
こ
と
が
出
来

ず
、
や
む
を
得
ず
「
旧
慣
」
を
維
持
す
る
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
政
府
の
政
策
が
従
来
の
村
々
に
よ
る
漁
場
管
理
制
度
に
変
更
を
加
え
る
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
漁
業
論
争
が
新
た
に
勃
発
し
、
ま
た
村
の
慣
例
を
無
視
し
て
乱
獲

が
行
わ
れ
た
た
め
、
改
め
て
資
源
の
管
理
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
態
に
立
ち

至
っ
た
。

事
態
を
収
拾
す
る
た
め
、

合
準
則
」
を
公
布
し

(
U
)
、

政
府
は
明
治
一
九
(
一
八
八
六
)
年
に
「
漁
業
組

組
合
に
よ
る
共
同
漁
業
の
管
理
と
秩
序
の
形
成
を
推



(
「
漁
業
組
合
準
則
」
の
内
容
は
末
尾
に
掲
載
し
た
)
。
「
漁
業
組
合
準

則
」
で
注
目
す
べ
き
点
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
条
に
て
「
漁
業
ー
水

産
動
植
物
採
捕
ヲ
併
称
ス
ー
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ハ
適
宜
区
画
ヲ
定
メ
組
合
ヲ
設
ケ

規
約
ヲ
作
リ
管
轄
庁
ノ
認
可
ヲ
請
フ
ベ
シ
(
但
書
省
略
)
」
と
し
て
組
合
結
成
を

推
進
し
、
な
お
か
つ
管
轄
庁
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
と
し
、
こ
れ
ま
で
村

単
位
で
の
管
理
制
度
か
ら
県
の
管
理
制
度
へ
と
移
行
し
た
点
、
次
に
第
二
条
に
て

「
組
合
ハ
営
業
ノ
弊
害
ヲ
矯
正
シ
利
益
ヲ
増
進
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
。
」
と
し
て
、

組
合
の
目
的
を
漁
業
論
争
な
ど
の
「
弊
害
」
の
矯
正
と
利
益
の
増
進
と
し
た
点
、

最
後
に
第
五
条
に
て
「
組
合
規
約
ニ
掲
ク
可
キ
事
項
左
ノ
知
シ
」
と
し
て
九
項
目

に
「
漁
具
・
漁
法
及
採
藻
ノ
制
限
ヲ
定
ム
ル
事
」
と
資
源
管
理
の
側
面
を
も
っ
た

規
制
を
設
定
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
点
で
あ
る
。

こ
の
後
、
三
重
県
(
叫
)
に
お
い
て
も
漁
業
組
合
が
結
成
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

こ
こ
で
一
つ
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
組
合
結
成
に
あ
た
り
明
治
二
十
(
一

八
八
二
)
年
に
三
重
県
か
ら
「
漁
業
組
合
規
約
例
」
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
規
約
例
を
模
範
と
す
る
形
で
、
各
組
合
の
組
合
規
則
が
作
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
旧
鳥
羽
藩
領
で
あ
っ
た
答
志
郡
・
英
虞
郡
の
二
郡
を
一
体
と
し

て
、
明
治
二
十
年
に
雑
漁
組
合
、
介
藻
組
合
、
海
鼠
組
合
、
石
花
菜
組
合
の
四
組

合
が
結
成
さ
れ
た
。

し
進
め
た

第
二
節

組
合
規
則
へ
の
継
承

組
合
の
結
成
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
個
々
の
村
単
位
で
統
制
さ
れ
て
い
た
漁
民

た
ち
は
組
合
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
組
合
の
規

l2B 

則
が
作
成
さ
れ
、
組
合
員
と
な
っ
た
漁
民
た
ち
は
こ
れ
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
。
そ
の
規
則
は
、
組
合
結
成
以
前
に
公
布
さ
れ
た
「
漁
業
組
合
規
約

例
」
を
基
に
作
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
内
容
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

三
重
県
か
ら
布
達
さ
れ
た
「
漁
業
組
合
規
約
例
」
は
、
県
内
の
組
合
規
則
を
統

一
的
に
作
成
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
雛
型
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
注
目
さ
れ

る
こ
と
は
、
第
十
条
に
お
い
て
組
合
の
目
的
を
「
当
組
合
ハ
漁
業
上
(
水
産
動
物

採
捕
ヲ
合
称
ス
)
従
来
ノ
慣
行
ヲ
維
持
シ
、
其
弊
害
ヲ
矯
正
シ
、
水
族
ノ
蕃
殖
、

漁
具
・
採
藻
器
ノ
改
良
及
魚
付
林
ノ
増
殖
保
護
等
総
テ
漁
業
上
共
同
ノ
利
益
ヲ
図

ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
。
」
と
し
た
点
で
あ
る
。
政
府
が
公
布
し
た
「
漁
業
組
合
準

則
」
に
は
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
「
旧
慣
」
の
維
持
と
「
水
族
の
繁
殖
」
が
目
的
と

し
て
掲
げ
ら
れ
、
加
え
て
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
で
政
府
の
意
に
沿
っ
て
漁
期

の
制
限
、
捕
獲
の
制
限
、
漁
具
の
制
限
を
加
え
る
よ
う
に
事
例
が
示
さ
れ
た
。
但

し
、
政
府
の
指
示
と
三
重
県
側
の
示
し
た
事
例
に
は
髄
酷
が
あ
る
。
政
府
が
公
布

し
た
「
漁
業
組
合
準
則
」
に
は
「
捕
魚
採
藻
ノ
季
節
ヲ
定
ム
ル
事
」
と
採
捕
期
間

を
定
め
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
三
重
県
が
公
布
し
た
「
漁
業
組
合

規
約
例
」
で
は
「
漁
期
制
限
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
如
シ
。
」
(
採
藻
も
同
様
)
と
し
て
採

捕
期
・
採
藻
期
に
制
限
を
加
え
る
よ
う
事
例
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

示
さ
れ
た
制
限
期
間
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

第
十
二
条
漁
期
制
限
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
如
シ
。

組
十
一
月
ヨ
リ
十
二
月
迄
捕
獲
ス
可
カ
ラ
ス
。

海
鼠
六
月
ヨ
リ
十
一
月
迄
全
。

淡
菜
十
一
月
ヨ
リ
翌
年
一
月
迄
全
。

真
珠
貝
十
一
月
ヨ
リ
翌
年
三
月
迄
全
。

蝦
五
月
ヨ
リ
九
月
迄
全
。



ト口
品
開
川何

々

何

々

第
十
三
条
採
藻
期
ノ
制
限
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
知
シ
。

一
石
花
菜
十
一
月
ヨ
リ
翌
年
三
月
マ
テ
採
取
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。

一
若
布
七
月
ヨ
リ
翌
年
一
月
マ
テ
、
全
。

一
荒
布
九
月
ヨ
リ
翌
年
五
月
マ
テ
、
全
。

一
鹿
尾
菜
五
月
ヨ
リ
九
月
マ
テ
、
全
。

一
海
羅
六
月
ヨ
リ
翌
年
一
月
マ
テ
、
全
。

一
肥
料
藻
十
一
月
ヨ
リ
翌
年
四
月
マ
テ
、
全
。

一

何

々

何

々

全
般
に
示
さ
れ
た
制
限
期
聞
が
短
い
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

産
卵
期
、
繁
殖
期
の
み
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
海

藻
に
関
し
て
は
採
取
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
甘
苔
な
ど
は
規
制
の
対
象
外
で
あ
っ
た
。
事
例
と
し
て
示
さ
れ
た
対
象
も
員

類
と
海
藻
が
中
心
で
、
一
般
の
魚
類
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
は
、

主
に
海
女
漁
へ
の
漁
期
制
限
を
意
図
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
月
一
日
ヨ
リ
六
月
三
十
日
迄
人
工
。

も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
点
は
「
漁
業
組
合
規
約
例
」
第
十
四
条
の
魚
介
捕
獲

の
制
限
で
、
大
き
さ
の
制
限
が
明
確
に
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

魚
介
捕
獲
ニ
制
限
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
如
シ
。

三
寸
曲
尺
以
下
ノ
モ
ノ
捕
獲
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
十
四
条組淡

菜
海
鼠

真
珠
貝

何
々

人
___l_. 六

十
目
量
目
以
下
、
全
。

一
年
子
以
内
ノ
モ
ノ
、
全
。

何
々

飽
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
村
々
で
は
三
寸
以
下
の
も
の
も
採
捕
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
こ
こ
で
新
た
な
制
限
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
、
「
漁
業
組
合
規
約
例
」
に
焦
点
を
あ
て
、
三
重
県
が
提
示
し
た
例
に
ど

の
よ
う
な
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
た
。
で
は
、
こ
の
「
漁
業
組
合
規

約
例
」
を
基
に
つ
く
ら
れ
た
旧
鳥
羽
藩
領
の
四
組
合
の
組
合
規
則
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
海
女
漁
の
規
制
と
い
か
な
る
関
係
を
持
っ
た
か
に
つ

い
て
検
討
し
た
い
。

四
組
合
の
う
ち
、
介
藻
組
合
と
石
花
菜
組
合
は
特
に
海
女
漁
と
密
な
関
係
を

も
っ
た
組
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
組
合
規
則
の
骨
組
は
基
本
的
に
は
「
漁
業
組
合
規

約
例
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
「
漁
業
組
合
規
約
例
」
と
異
な
る

採
捕
期
・
採
藻
期
の
規
定
で
あ
る
。
該
当
す
る
部
分
を
抜
粋
し
、
ま
と
め
て
見
て

み
よ
う
。第

十
二
条
漁
期
制
限
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
如
シ
。

一
飽
ハ
、
十
月
十
五
日
ヨ
リ
十
一
月
十
五
日
迄
捕
獲
ス
ヘ
カ
ラ
ス

一
淡
菜
ハ
、
三
月
一
日
ヨ
リ
六
月
三
十
日
迄
、
向
。

一
蝦
ハ
、
六
月
一
日
ヨ
リ
八
月
三
十
一
日
迄
、
向
。

但
、
答
志
郡
ノ
内
答
志
・
神
島
ノ
二
ヶ
村
ニ
限
リ
、
十
二
月
ヨ
リ
翌

年
四
月
三
十
日
迄
捕
獲
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。

第
十
三
条
採
藻
期
ノ
制
限
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
知
シ
。

若
布
ハ
、
八
月
一
日
ヨ
リ
十
二
月
三
十
一
日
迄
採
取
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。

荒
布
ハ
、
十
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
五
月
三
十
一
日
迄
、
向
。

鹿
尾
菜
ハ
、
六
月
一
日
ヨ
リ
十
月
三
十
一
日
迄
、
向
。

海
羅
ハ
、
七
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
三
十
一
日
迄
、
同
。

肥
料
藻
ハ
、
十
二
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
二
月
十
日
迄
、
向
。

三正主



石
花
菜
、
十
一
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
迄
採
取
ス
ヘ
カ

一フス

三
重
県
が
定
め
た
「
漁
業
組
合
規
約
例
」
と
比
べ
る
と
、
期
間
に
多
少
の
ズ

レ
や
短
縮
が
窺
え
、
こ
の
規
則
が
組
合
独
自
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
漁
民
の
資
源
管
理
意
識

が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
三
重
県
が
示
し
た
例
は
産
卵
期

・
繁
殖
期
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
模
し
た
組
合

規
約
に
は
、
そ
れ
ま
で
漁
民
の
な
か
に
潜
在
化
し
て
い
た
意
識
が
現
れ
て
き
た
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
第
二
章
第
三
節
で
示
し
た
漁
民
の
産
卵
期
・
採
藻
期
の
認
識

が
、
こ
の
制
限
期
間
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

ま
た
、
漁
期
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
各
組
合
で
独
自
に
制
限
期
間
を
定
め
て

い
る
。
答
志
・
英
虞
郡
の
四
組
合
と
同
年
に
結
成
さ
れ
た
、
度
会
郡
南
部
の
石
花

菜
介
藻
組
合
規
約
の
採
取
期
・
採
藻
期
の
制
限
を
示
そ
う
。

第
拾
四
条
期
節
制
限
ヲ
定
ム
ル
左
ノ
如
シ
。

石
化
菜
十
一
月
ヨ
リ
翌
年
二
月
マ
テ
捕
獲
(
採
取
)

ス。

ス
ヘ
カ
ラ

但
、
激
浪
ノ
為
メ
自
然
海
岸
ニ
打
寄
セ
拾
ヒ
取
ル
モ
ノ
及
ヒ
海
底
ニ

流
散
セ
シ
モ
ノ
ヲ
、
コ
ゲ
タ
網
ニ
テ
採
取
ス
ル
ハ
此
限
ニ
非
ス
。

鹿
尾
菜
五
月
ヨ
リ
十
月
マ
テ
捕
獲
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。

荒
布
十
月
ヨ
リ
翌
年
四
月
マ
テ
捕
獲
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。

真
珠
貝
十
月
ヨ
リ
翌
年
三
月
マ
テ
捕
獲
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。

飽
四
月
ヨ
リ
十
月
マ
テ
捕
獲
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。

蝦
五
月
ヨ
リ
九
月
マ
テ
捕
獲
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。

飽
捕
獲
の
制
限
期
聞
が
答
志
・
英
虞
郡
の
制
限
と
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
の

プミ

は
、
海
女
に
よ
る
採
捕
で
は
な
く
突
竿
で
の
採
捕
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
(
叫
)
。

こ
こ
で
、
海
藻
等
は
「
漁
業
組
合
規
約
例
」
で
示
さ
れ
た
期
間
と
も
、
答
志
・
英

虞
郡
介
藻
組
合
規
則
で
定
め
た
期
間
と
も
異
な
っ
た
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の

が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
産
卵
期
・
繁
殖
期
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
ご
と
の
認

識
が
反
映
し
た
た
め
、
異
な
っ
た
期
間
の
規
制
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
前
期
に
布
達
さ
れ
た
「
漁
業
組
合
規
約
例
」
は
、
そ
の
目
的
を
魚
員
類

等
の
繁
殖
・
保
護
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
結
成
さ
れ
た
各
々
の
組
合

の
規
則
を
見
て
み
る
と
、
大
き
さ
の
制
限
等
で
は
三
重
県
側
の
例
を
受
け
入
れ
た

が
、
漁
期
に
つ
い
て
は
各
組
合
が
独
自
の
期
間
制
限
を
定
め
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
海
女
漁
を
大
き
く
制
限
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

旧
村
段
階
で
の
慣
例
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
漁
民
が
持
っ
て
い
た

資
源
管
理
意
識
が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
組
合
規

則
の
中
に
は
、
そ
れ
ま
で
漁
民
た
ち
が
そ
の
生
活
の
中
で
作
り
上
げ
て
き
た
資
源

管
理
意
識
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
海
女
漁
に
お
け
る
規
制
の
在
り

方
を
探
り
、
特
に
そ
の
連
続
面
を
追
究
し
て
き
た
。
海
女
漁
に
お
け
る
規
制
は
、

早
く
は
商
人
と
の
関
係
、
他
漁
と
の
関
係
と
い
っ
た
村
内
の
経
済
的
理
由
か
ら
発

現
し
て
き
た
。
上
方
の
商
人
た
ち
は
、
良
質
な
海
産
物
を
生
産
す
る
志
摩
半
島
の

海
女
漁
村
を
、
資
本
の
前
貸
な
ど
に
よ
っ
て
自
己
の
支
配
下
に
組
み
込
も
う
と
し

た
。
だ
が
村
で
暮
ら
す
漁
民
や
海
女
た
ち
に
と
っ
て
、
重
い
負
担
で
あ
る
年
貢
や



浦
役
な
ど
の
上
納
の
た
め
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
商
人
た
ち
と
の
関
係
を
維

持
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
磯
留
な
ど
に
よ
る
村
内
で
の
規
制
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
村
内
の
漁
場
、
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
海

女
漁
は
さ
ま
ざ
ま
な
漁
の
影
響
を
そ
の
採
捕
期
・
採
藻
期
に
受
け
て
い
た
。
な
か

で
も
鱗
漁
に
よ
る
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
他
漁
と
の
共
存

を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
、
海
女
漁
の
成
り
立
ち
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
本
論
に
お
い
て
主
張
し
た
い
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
海
か
ら

の
恵
み
に
よ
っ
て
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
漁
民
に
と
っ
て
、
磯
は
ま
さ
に
「
毎

日
之
口
す
き
仕
磯
に
御
座
候
へ
ハ
、
一
入
大
切
に
奉
存
候
」
と
い
う
場
な
の
で
あ

る
。
自
村
の
磯
を
守
っ
て
い
く
た
め
、
漁
民
た
ち
の
聞
に
資
源
を
管
理
す
る
と
い

う
意
識
が
、
江
戸
時
代
か
ら
潜
在
化
し
て
い
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
識
は
時
代
が
移
り
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
ど
う
な
っ
た
か
。
明

治
政
府
は
統
一
的
支
配
の
た
め
漁
業
税
の
画
一
化
を
図
ろ
う
と
し
て
失
敗
し
た
。

政
府
の
新
た
な
政
策
に
よ
る
混
乱
の
た
め
に
、
「
旧
慣
」
を
破
る
者
が
現
れ
て
く

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
資
源
の
繁
殖
・
保
護
の
必
要
性
は
、
よ
り
明
確
な
形
で
現
れ

て
き
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
、
政
府
は
組
合
の
結
成
を
全
国
に
指
示
す
る
こ
と
と

な
り
、
三
重
県
下
に
も
各
組
合
が
で
き
、
そ
れ
ま
で
村
内
で
統
制
さ
れ
て
い
た
漁

民
は
組
合
へ
の
加
入
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
結
成
さ
れ
た
組
合
の
規
則

の
中
に
、
漁
民
に
潜
在
化
し
て
い
た
資
源
管
理
意
識
が
顕
在
化
し
て
い
た
の
で
あ

る。
つ
ま
り
、
政
府
か
ら
の
圧
力
の
み
で
規
則
が
定
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
漁

民
の
資
源
管
理
意
識
が
継
承
さ
れ
る
形
で
規
則
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
組
合

規
則
は
ま
さ
に
漁
民
た
ち
が
長
い
間
か
け
て
作
り
上
げ
て
き
た
，
生
き
る
術
‘
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
意
識
は
今
な
お
受
け
継
が
れ
て

い
る
こ
と
は
称
賛
に
価
す
る
。
海
女
文
化
が
古
く
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
も
の
は
、

漁
法
や
道
具
だ
け
で
な
く
、
規
制
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
海
女
の
文
化
が
現
在
絶
え
よ
う
と
し
て
い

る
。
海
女
が
高
齢
化
し
、
後
継
者
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

産
業
全
般
に
機
械
化
が
進
む
現
代
社
会
の
中
で
、
海
女
漁
業
は
今
で
も
素
潜

り
の
潜
水
作
業
に
よ
る
漁
法
が
守
ら
れ
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
海
女
た

ち
が
昔
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
資
源
管
理
意
識
の
表
れ
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
海

女
を
、
海
女
た
ち
の
文
化
を
、
守
り
、
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
は
、

人
と
自
然
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
女
た

ち
の
明
る
い
笑
い
声
が
響
き
渡
り
、
絶
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
こ
れ
か
ら
も
，
継

承
6

し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
注
}

(
1
)

大
量
の
ア
ワ
ビ
殻
と
共
に
、
鹿
角
製
の
「
ア
ワ
ビ
オ
コ
シ
」
が
、
鳥
羽
市

浦
村
の
白
浜
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。

(
2
1
3
)

『
日
本
列
島
海
女
存
在
確
認
調
査
報
告
書
』
(
海
の
博
物
館
、
二

O
一
O
)

(
4
)

和
歌
森
太
郎
編
『
志
摩
の
民
俗
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
)

(
5
)

鳥
羽
市
史
編
さ
ん
室
編
『
鳥
羽
市
史
上
巻
』
(
鳥
羽
市
、
一
九
九
一
)

(
6
)

石
鏡
漁
業
協
同
組
合
所
蔵
文
書

(
7
)

大
喜
多
甫
文
氏
は
『
潜
水
漁
業
と
資
源
管
理
』
(
古
今
書
院
、
一
九
八
九
)

の
な
か
で
「
隣
接
の
紀
州
藩
で
は
漁
民
に
「
て
ぐ
す
を
御
下
、
げ
」
し
て
漁
業

の
奨
励
を
は
か
っ
た
り
、
仕
入
役
所
の
設
置
や
専
売
制
に
よ
り
藩
直
営
の
流

通
機
構
を
有
し
て
い
た
が
、
鳥
羽
藩
で
は
こ
の
よ
う
な
制
度
も
取
り
入
れ
て

お
ら
ず
、
特
権
商
人
に
海
産
物
を
取
り
扱
わ
せ
て
彼
等
か
ら
上
納
金
を
取
る

寸二



と
い
う
財
政
的
便
宜
政
策
を
と
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い

る。

(
8
)

中
田
四
朗
「
近
世
に
お
け
る
志
摩
の
天
草
漁
業
」
『
海
と
人
間
』
十
三
(
海

の
博
物
館
、
一
九
八
六
)
で
は
「
海
女
潜
水
漁
業
の
主
幹
対
象
は
、
飽
、
栄

螺
で
あ
る
が
、
近
世
に
お
い
て
農
耕
地
に
制
約
を
う
け
た
立
地
条
件
の
な
か

で
仮
り
高
利
の
貢
租
に
苦
し
め
ら
れ
た
貧
困
を
幾
分
で
も
緩
和
す
る
の
に
役

立
っ
た
の
は
、
海
女
潜
水
漁
業
の
余
業
で
あ
る
海
羅
・
若
布
・
荒
布
・
天
草

な
ど
の
海
藻
採
取
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
9
)

宮
下
章
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
・
海
藻
』
(
法
政
大
学
出
版
局
、

九
七

四
)

(
刊
)
近
世
初
頭
に
京
・
大
阪
を
中
心
と
し
て
、
海
藻
の
唯
一
最
大
の
集
散
市
場

が
形
成
さ
れ
、
そ
の
た
め
大
坂
・
伏
見
商
人
が
志
摩
地
域
の
海
藻
を
買
い
付

け
に
来
て
い
た
。

(
日
)
領
主
の
交
代
時
に
領
内
支
配
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
領
主
が
各
村
に
村
勢

を
記
さ
せ
提
出
を
命
じ
た
帳
面
。
村
明
細
帳
。
稲
垣
氏
の
入
部
の
際
に
提
出

さ
れ
た
享
保
十
一
(
一
七
二
六
)
年
の
指
出
帳
が
志
摩
国
内
の
全
村
に
つ
い

て
残
っ
て
い
る
。

(
げ
)
三
重
県
勧
業
課
六
等
属
水
野
正
連
が
編
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
十
(
一

八
七
七
)
年
か
ら
全
国
規
模
で
行
わ
れ
た
水
産
調
査
が
基
に
な
っ
て
い
る
。

(
げ
)
明
治
十
四
年
に
編
述
さ
れ
た
『
三
重
県
水
産
図
説
』
の
遺
漏
を
補
填
し
、

魚
介
苔
藻
の
製
造
法
や
漁
村
の
慣
例
維
持
法
を
も
調
査
し
集
め
た
も
の
。
財

団
法
人
東
海
水
産
科
学
協
会
・
海
の
博
物
館
が
復
刻
版
を
刊
行
し
て
い
る
。

(
は
)
『
三
重
県
水
産
図
解
』
に
は
「
沿
海
各
漁
村
ノ
慣
行
及
ヒ
規
約
等
ハ
土
地
ノ

慶
狭
形
状
ニ
ヨ
リ
多
少
ノ
異
同
ア
リ
。
山
林
耕
地
ニ
乏
キ
村
浦
ニ
於
テ
ハ
漁

ノ、

業
専
ラ
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
方
法
厳
ナ
リ
ト
雌
モ
耕
地
山
林
ニ
富
メ
ル
所
ニ
ア
ツ

テ
之
ヲ
専
業
ト
セ
ザ
ル
カ
為
メ
ニ
其
方
法
自
ラ
疎
ナ
ル
カ
如
シ
。
故
ニ
格
別

異
ナ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
毎
村
ニ
掲
ケ
否
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
各
村
並
記
シ
テ
以
テ
参

考
ニ
弁
ナ
ラ
シ
ム
」
と
あ
り
、
漁
村
を
維
持
す
る
た
め
に
決
め
ら
れ
た
規
約

と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
同
)
一
定
の
期
間
、
磯
を
留
め
置
い
て
自
由
に
漁
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
。
各
村
で
申
し
合
わ
せ
て
と
り
き
め
て
い
た
。

(
凶
)
中
田
四
朗
「
近
世
に
お
け
る
志
摩
の
荒
布
漁
業
(
上
ご
(
『
海
と
人
間
』
十

五
海
の
博
物
館
、
一
九
八
八
)

(
打
)
石
鏡
漁
業
協
同
組
合
所
蔵
文
書

(
は
)
『
三
重
県
水
産
概
略
』
に
「
捕
獲
ノ
後
、
牒
下
津
、
山
田
、
松
坂
及
ヒ
名
古

屋
等
ニ
回
送
ス
。
其
低
償
ナ
ル
ニ
及
ン
テ
之
レ
ヲ
乾
シ
大
坂
ニ
輸
送
ス
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

(
け
)
伊
勢
神
宮
に
参
詣
す
る
旅
人
の
食
事
と
し
て
飽
が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
他
、
御
師
に
よ
る
喫
斗
の
需
要
も
大
き
か
っ
た
。

(
日
)
「
三
重
県
漁
業
調
整
規
則
」
第
三
八
条

(
れ
)
和
歌
森
太
郎
編
『
志
摩
の
民
俗
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
)
項
三
十
に

掲
載
。

(
幻
)
文
化
七
(
一
八
一

O
)
年
時
点
で
は
「
村
々
に
五
六
人
よ
り
八
九
人
の
生

目
ハ
商
人
共
有
之
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

(
幻
)
鵜
方
組
か
ら
南
張
村
・
浜
島
村
・
御
座
村
・
越
賀
村
・
和
具
村
・
布
施
田

村
・
片
田
村
・
船
越
村
・
波
切
村
、
国
府
組
か
ら
名
田
村
・
畔
名
村
・
志
島

村
・
甲
賀
村
・
安
乗
村
・
相
差
村
・
国
崎
村
、
小
浜
組
か
ら
石
鏡
村
、
神
島

村
・
菅
島
村
・
答
志
村
の
二
十
ケ
村
。



(
叫
)
中
田
四
朗
「
近
世
に
お
け
る
志
摩
の
荒
布
漁
業
(
上
)
」
(
『
海
と
人
間
』
十

五
海
の
博
物
館
、
一
九
八
八
)
所
収

(
幻
)
鳥
羽
市
菅
島
町
菅
島
支
所
文
書
一
二
四
(
海
の
博
物
館
所
蔵
複
写
版
)

(
付
)
史
料
で
は
宿
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
山
口
和
雄
『
日
本
漁
業
史
(
復
刻
版
)
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
)

に
は
「
紀
伊
・
志
摩
沿
岸
に
行
わ
れ
た
南
北
網
と
称
す
る
四
般
張
網
漁
業
は

・
:
主
に
イ
ワ
シ
・
ア
ジ
を
捕
獲
し
た
が
、
サ
パ
も
亦
多
少
捕
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
」
と
あ
る
。

(
何
)
中
田
四
朗
「
近
世
の
志
摩
に
お
け
る
鱗
漁
業
ー
鱗
楯
漁
業
の
展
開
を
主
と

し
て
」
(
『
海
と
人
間
』
三
、
海
の
博
物
館
、
一
九
七
五
)
で
は
、
「
こ
の
鱗

の
回
遊
習
性
が
、
秋
か
ら
始
ま
り
春
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
冷
気
を
さ
け
て
暖

海
に
移
動
す
る
習
性
と
み
な
す
気
候
説
と
気
候
に
と
も
な
う
回
帰
的
産
卵
へ

の
習
性
に
よ
る
と
す
る
考
が
あ
る
が
定
説
は
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
日
)
『
鳥
羽
市
史
上
巻
』

(
刊
)
中
田
四
朗
「
近
世
の
志
摩
に
お
け
る
鱗
漁
業
鱗
楯
漁
業
の
展
開
を
主
と

し
て
」
(
『
海
と
人
間
』
三
、
海
の
博
物
館
、
一
九
七
五
)

(
れ
)
長
方
形
の
敷
き
網
を
水
中
に
沈
め
、
敷
き
網
の
上
に
魚
群
を
追
い
た
て
、

魚
が
そ
の
上
に
来
た
時
に
引
き
上
げ
て
捕
獲
す
る
漁
法
。

(
口
)
網
幅
が
ほ
ぼ
水
深
に
一
致
す
る
帯
状
形
の
大
綱
で
内
湾
を
立
て
切
り
、
そ

の
内
部
で
、
引
き
綱
、
敷
き
網
、
ま
た
は
、
刺
し
網
な
ど
を
用
い
て
漁
獲
す

る
漁
法
。

(
日
)
『
鳥
羽
市
史
上
巻
』

(
M
)

鱗
は
「
み
ょ
う
き
ち
」
や
「
な
よ
し
」
と
も
呼
ば
れ
、
出
世
魚
と
し
て
好

ま
れ
て
お
り
、
伊
勢
神
宮
に
参
詣
に
く
る
旅
人
た
ち
に
多
く
食
さ
れ
て
い
た
。

(
日
)
海
の
博
物
館
所
蔵
本
浦
地
下
文
書

(
刊
)
石
鏡
村
は
慶
長
十
三
(
一
六

O
八
)
年
に
領
主
で
あ
る
九
鬼
氏
か
ら
銀
二

0
0匁
の
上
納
と
引
き
換
え
に
浦
村
領
で
の
漁
業
権
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
発
端
と
し
て
石
鏡
村
と
浦
村
は
何
度
も
論
争
を
繰
り
返
し
た
。

(
幻
)
中
田
四
朗
「
近
世
の
志
摩
に
お
け
る
鱗
漁
業
ー
鱗
楯
漁
業
の
展
開
を
主
と

し
て
l

」
(
『
海
と
人
間
』
三
、
海
の
博
物
館
、
一
九
七
五
)
所
収

(
刊
)
『
海
女
習
俗
基
礎
調
査
報
告
書
』
(
三
重
県
、
二

O
一
二
)

(
刊
)
明
治
十
二
年
八
月
二
十
四
日
に
三
重
県
令
岩
村
定
高
の
名
に
お
い
て
郡
役

所
を
通
じ
て
、
内
務
省
勧
農
局
長
の
指
示
し
た
一
定
の
調
査
規
格
に
よ
る
調

査
を
実
施
し
た
。
そ
の
際
に
各
村
か
ら
三
重
県
に
提
出
さ
れ
た
調
査
書
が
水

産
取
調
書
で
あ
る
。
中
田
四
朗
氏
の
調
査
で
現
在
は
浦
村
、
越
賀
村
、
船
越

村
、
国
府
村
、
東
大
淀
村
の
村
控
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

(
村
)
中
田
四
朗
『
三
重
県
漁
業
史
の
実
証
的
研
究
』
(
中
田
四
朗
先
生
喜
寿
記
念

刊
行
会
、
一
九
八
七
)

(
U
)

三
ヶ
所
村
の
よ
う
に
藩
政
時
に
水
主
米
を
上
納
し
な
が
ら
地
先
海
面
に
対

す
る
漁
業
権
を
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
村
が
、
漁
業
権
獲
得
の
た
め
拝
借
願

い
を
提
出
し
て
い
る
。

(
叫
)
明
治
政
府
の
意
向
に
沿
う
形
で
三
重
県
甲
第
四
六
号
布
達
に
て
「
漁
業
組

合
準
則
」
と
同
内
容
の
「
三
重
県
漁
業
組
合
準
則
」
を
明
治
一
九
(
一
八
八

六
)
年
に
公
布
し
て
い
る
。

(
U
)

度
会
県
は
明
治
九
(
一
八
七
六
)
年
に
三
重
県
に
合
併
さ
れ
て
廃
止
さ
れ

た。

(
叫
)
中
田
四
朗
『
三
重
県
漁
業
史
の
実
証
的
研
究
』

:::tL 



[
参
考
史
料
]

漁
業
組
合
準
則

農
商
務
省
令
第
七
号
公
布

第
一
条
漁
業
ー
水
産
動
植
物
採
捕
ヲ
併
称
ス
ー
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ハ
適
宜
区
画

ヲ
定
メ
組
合
ヲ
設
ケ
規
約
ヲ
作
リ
管
轄
庁
ノ
認
可
ヲ
請
フ
ヘ
シ
。

但
、
漁
業
者
僅
少
ニ
シ
テ
他
ノ
漁
場
ニ
関
係
セ
サ
ル
地
ハ
管
轄
庁
ノ
見
込
ヲ

以
テ
組
合
ヲ
要
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
。

第
二
条
組
合
ハ
営
業
ノ
弊
害
ヲ
矯
正
シ
利
益
ヲ
増
進
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
。

第
三
条
組
合
ハ
左
ノ
二
類
ト
ス
。

第
一
類
捕
魚
採
藻
(
遠
海
漁
業
若
ク
ハ
大
地
引
・
台
網
・
捕
鯨
・
昆
布
採
取

ノ
類
)
ノ
種
類
ニ
従
ヒ
特
ニ
組
合
ヲ
ナ
ス
モ
ノ

第
二
類
河
海
湖
沼
沿
岸
ノ
地
区
ニ
於
テ
各
種
ノ
漁
業
ヲ
混
同
シ
テ
組
合
ヲ
ナ

ス
モ
ノ

第
四
条

前
条
第
二
類
ノ
漁
業
ニ
シ
テ
漁
場
ノ
相
連
帯
ス
ル
モ
ノ
ハ
必
ス
一
組
合

ト
ナ
ス
ヘ
シ

第
五
条

組
合
規
約
ニ
掲
ク
可
キ
事
項
左
ノ
如
シ
。

組
合
ノ
名
称
及
事
務
所
位
置

組
合
ノ
目
的

役
員
選
挙
法
及
権
限

会
議
ニ
関
ス
ル
規
程

加
入
者
及
退
去
者
ニ
関
ス
ル
規
定

違
約
者
処
分
ノ
方
法

費
用
ノ
徴
収
及
賦
課
法

捕
魚
採
藻
ノ
季
節
ヲ
定
ム
ル
事

四五一一L...

/" 七八

o 

漁
具
・
漁
法
及
採
藻
ノ
制
限
ヲ
定
ム
ル
事

漁
場
区
域
ニ
関
ス
ル
事

十
一
前
各
項
ノ
外
組
合
ニ
於
テ
必
要
ト
ナ
ス
事
項

第
六
条
組
合
ハ
規
約
ヲ
更
正
シ
、
若
ク
ハ
前
組
合
ヲ
分
立
・
合
併
セ
ン
ト
ス
ル

ト
キ
ハ
、
管
轄
庁
ノ
認
可
ヲ
請
ブ
ヘ
シ
。

第
七
条
組
合
ハ
聯
合
会
ヲ
設
ケ
、
其
規
約
ヲ
作
リ
、
若
ク
ハ
之
ヲ
更
正
セ
ン
ト

ス
ル
ト
キ
ハ
、
管
轄
庁
ノ
認
可
ヲ
請
フ
へ
シ

第
八
条
二
府
県
以
上
ニ
渉
ル
組
合
及
聯
合
会
ノ
規
約
ハ
交
渉
官
庁
ヲ
経
テ
農
商

務
省
ノ
認
可
ヲ
請
フ
可
シ
。

但
、
規
約
ヲ
更
正
シ
、
若
ク
ハ
其
組
合
ヲ
分
立
合
併
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
モ
本
条

二
準
ス
ヘ
シ
。

九十
第
九
条
二
府
県
以
上
ニ
渉
ル
組
合
ハ
便
宜
ノ
地
ニ
事
務
所
本
部
ヲ
設
ケ
、
其
他

ハ
毎
府
県
事
情
ニ
依
リ
其
必
要
ナ
ラ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
之
ヲ
置
カ
サ
ル
ヲ

得。

(
す
ぎ
や
ま

三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
一
年
)

あ
ゆ
み


